
1 

税務訴訟資料 第２６２号－９４（順号１１９４４） 

東京地方裁判所 平成●●年(○○)第●●号 法人税更正処分取消等請求事件 

国側当事者・国（芝税務署長事務承継者麻布税務署長再事務承継者麹町税務署長） 

平成２４年４月２７日棄却・控訴 

判 決

原告 株式会社Ｊ 

同代表者代表取締役 甲 

同訴訟代理人弁護士 藤枝 純 

同 吉村 浩一郎 

藤枝純訴訟復代理人弁護士 安西 統裕 

被告 国 

同表者法務大臣 小川 敏夫 

処分行政庁 芝税務署長事務承継者麻布税務署長 

再事務承継者麹町税務署長 

被告訴訟代理人弁護士 今村 隆 

同指定代理人 小山 綾子 

同 福住 豊 

同 井越 満 

同 茅野 純也 

同 森本 利佳 

同 石川 真理 

同 長谷部 啓 

同 石黒 里花 

同 山田 拓史 

主 文

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事実及び理由 

第１ 請求 

 芝税務署長が、原告に対し、平成１７年１１月２８日付けでした次の各更正処分（以下「本件各

更正処分」という。）及び各賦課決定処分（以下「本件各賦課決定処分」といい、本件各更正処分

と併せて「本件各処分」という。）をいずれも取り消す。 

１ 原告の平成１１年１月１日から平成１１年１２月３１日までの事業年度（以下「平成１１年１

２月期」という。）の法人税の更正処分のうち所得金額５億７８４３万８９６６円、納付すべき

法人税額１億９８７９万９３００円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分 

２ 原告の平成１２年１月１日から平成１２年１２月３１日までの事業年度（以下「平成１２年１
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２月期」という。）の法人税の更正処分のうち所得金額マイナス２４億６３１０万０８６１円を

超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金２４億６３１０万０８６１円を下回る部分 

３ 原告の平成１３年１月１日から平成１３年１２月３１日までの事業年度（以下「平成１３年１

２月期」という。）の法人税の更正処分のうち所得金額マイナス３５億８１８６万６１３０円を

超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金６０億４４９６万６９９１円を下回る部分 

４ 原告の平成１４年１月１日から平成１４年１２月３１日までの事業年度（以下「平成１４年１

２月期」という。）の法人税の更正処分のうち翌期へ繰り越す欠損金４４億１４４６万６８６９

円を下回る部分 

５ 原告の平成１５年１月１日から平成１５年１２月３１日までの事業年度（以下「平成１５年１

２月期」という。）の法人税の更正処分のうち所得金額０円を超える部分、納付すべき税額マイ

ナス１８０２円を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金３２億９９９８万３９１２円を下回る

部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分 

６ 原告の平成１６年１月１日から平成１６年１２月３１日までの事業年度（以下「平成１６年１

２月期」という。）の法人税の更正処分のうち所得金額０円を超える部分、納付すべき税額マイ

ナス１２６０円を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金２８億１５９９万１５４６円を下回る

部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分 

第２ 事案の概要 

本件は、原告が、原告に対してバナナを販売しているバハマ法人で租税特別措置法６６条の４に

いう国外関連者に該当するＢ（以下「Ｂ」という。）からエクアドル共和国（以下「エクアドル」

という。）産バナナを輸入した取引（以下「本件国外関連取引」という。）について、原告がＢに支

払った対価の額が同条にいう独立企業間価格を超えているとして、芝税務署長が、平成１１年１２

月期ないし平成１３年１２月期について、上記独立企業間価格と本件国外関連取引の対価の額との

差額を原告からＢに対する所得移転額であると認定し、平成１１年１２月期ないし平成１６年１２

月期の法人税について本件各更正処分を行うとともに、平成１１年１２月期、平成１５年１２月期

及び平成１６年１２月期の過少申告加算税に係る本件各賦課決定処分をしたことに対し、本件各処

分は、寄与度利益分割法を用いて独立企業間価格を算定したこと、寄与度利益分割法を用いるに当

たり日本市場の特殊要因により生じた原告の営業損失を分割対象利益から控除しなかったこと、原

告とＢが支出した販売費及び一般管理費（以下「販管費」という。）の額の割合により分割対象利

益を分割したこと、理由付記に不備があることを理由に違法であると主張して、本件各更正処分の

うち確定申告に係る所得金額、納付すべき法人税額を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金額を下

回る部分並びに当該部分に係る過少申告加算税に係る本件各賦課決定処分の取消しを求めた事案

である。 

１ 関係法令等の定め 

本件に関係する法令等の定めは、別紙１「関係法令等の定め」記載のとおりである。 

 なお、以下では、租税特別措置法（ただし、平成１１年１２月期ないし平成１３年１２月期に

ついては平成１３年法律第７号による改正前のもの、平成１４年１２月期については平成１４年

法律第７９号による改正前のもの、平成１５年１２月期及び平成１６年１２月期については平成

１６年法律第１４号による改正前のものをいう。以下同じ。）を「措置法」という。 

また、租税特別措置法施行令（ただし、平成１１年１２月期ないし平成１３年１２月期につい

ては平成１３年政令第１４１号による改正前のもの、平成１４年１２月期については平成１４年
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政令第２７１号による改正前のもの、平成１５年１２月期及び平成１６年１２月期については平

成１６年政令第１０５号による改正前のものをいう。以下同じ。）を「措置法施行令」という。 

２ 争いのない事実等 

(1) 当事者等 

ア 原告は、農産物の輸入及び卸売販売を目的とし、日本に本店を有する株式会社であり、英

国領バミューダ諸島に本店を置く法人であるＣ（以下「Ｃ」という。）が原告の発行済株式

の全部を保有している。 

Ｂは、バハマに本店を置く法人であり、原告と同様、Ｃがその発行済株式の全部を保有し

ている。 

すなわち、原告とＢは、いずれもＣによって発行済株式の全部を保有されている兄弟会社

の関係にあり、Ｂは、本件各事業年度において、措置法６６条の４第１項、措置法施行令３

９条の１２第１項２号に規定する原告の国外関連者に該当する。 

イ Ｄ（以下「Ｄ」という。）は、Ｃの発行済株式の全部を保有するとともに、エクアドルに

本店を置く法人であるＥ（以下「Ｅ社」という。）の発行済株式の過半数を保有している。 

(2) 本件国外関連取引の概要等 

ア 原告、Ｂ、Ｃ、Ｄ及びＥ社らは、「Ｅ・グループ」を形成し、エクアドルを拠点としてエ

クアドル産バナナの輸出業務に携わっており、エクアドルの農園で生産されたバナナをＥ社

が購入し、Ｂに輸出販売した上、Ｂが原告に販売し、原告が日本国内で卸販売している。 

イ エクアドルでは、バナナの生産及びマーケティングの促進並びに規制のための法律の改正

法（以下「バナナ管理法」という。）により、バナナ生産者からの買取価格及び同国からの

バナナの輸出価格にそれぞれ下限が設定されている（以下、これらの価格をそれぞれ「 低

買取価格」及び「 低輸出価格」といい、エクアドル政府によるバナナ管理法に基づくこれ

らの価格規制を「エクアドル政府規制」という。）。 

(3) 本件各処分等の経緯 

ア 本件各事業年度に係る原告の確定申告及び各更正処分等の経緯は、別表１－１ないし１－

６記載のとおりである。 

イ 処分行政庁による本件各処分等の経緯について 

(ア) 同業者に対する調査等の実施 

 処分行政庁は、本件国外関連取引に係る独立企業間価格（以下「本件独立企業間価格」

という。）の算定に当たり、措置法６６条の４第２項１号イが定めている「独立価格比準

法」、同号ロが定めている「再販売価格基準法」又は同号ハが定めている「原価基準法」

の３種類の方法（以下、これらの方法を総称して「基本三法」という。）を用いることが

できるか検討するために、本件国外関連取引と比較可能な取引を選定するため同業者に対

する調査を行うこととし、まず、バナナの輸入に関する同業者団体に臨場し、各団体の加

入各社の状況から調査対象とすべきバナナの輸入業者と考えられる法人が２５社あるこ

とを把握した。 

 処分行政庁は、上記２５社に対し、①果実の輸入販売に係る取引商品の種類及び年間取

扱高、②取引上位３商品に係る商品別の仕入先、住所、国外関連者該当の有無及び仕入価

格算定方法、③取引上位３商品に係る商品別の売上先、住所及び売上価格算定方法、④直

近の６事業年度に係る全社損益、輸入バナナの取引損益、その他取扱輸入青果の損益につ
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いて、回答を求めたところ、当該２５社全社から回答を得たが、そのうち７社は、実際に

はバナナの輸入仕入れを行っていないことが判明したことから、これを除外することとし

た。 

 残る１８社のうち４社は、台湾産バナナを取り扱う業者であることが判明したところ、

台湾産バナナの輸入取引は、エクアドル産バナナの輸入取引と異なり、季節商品として取

引期間が限定されているため継続的な契約と異なり取引価格が固定されにくく、取引数量

も大きく異なる上、台湾産バナナは、固有のブランド力ともいうべき付加価値があると評

価されており、その取引価格はエクアドル産バナナに比べて高値であったことから、この

ような取引時期や取引数量、商品の持つ固有のブランド力の違いは、台湾産バナナとエク

アドル産バナナの各輸入取引における取引価格や利益率に大きな影響を与えているが、そ

の差異を数値化して調整することは困難であるとして、これら４社を検討の対象から除外

することとした。 

 残る１４社のうち４社は、国外関連者との間でバナナの輸入取引を行う業者であること

が判明したところ、そもそも独立企業間価格は、支配従属関係にない独立した企業間にお

いて取引条件その他の事情が同一又は類似の状況の下で行われたとした場合に成立する

であろう対価の額を算定しようとするものであるから、国外関連者との取引を比較対象取

引とすることは意味がないとして、これら４社を検討の対象から除外することとした。 

 また、上記１４社のうち別の３社は、原告と比較してバナナの販売規模が約４０分の１

から約４００分の１と極端に小規模であることが判明したところ、かかる取引規模の差異

が取引価格や利益率に与える影響について、その差異を調整するには困難が生じる可能性

が高いとして、これら３社を検討の対象から除外することとした。 

 さらに、上記１４社のうち別の３社は、バナナの仕入販売ではなく、その輸入金額に応

じて手数料を収受するという輸入代行取引を行う業者であり、輸入販売業者である原告と

は事業形態や取引上果たす機能が異なることが判明したため、検討の対象から除外するこ

ととした。 

 残る４社のうち１社は、平成１６年４月頃からエクアドル産バナナの輸入取引を開始し

た新規参入業者であったところ、同社によるエクアドル産バナナの取引は、仕入販売では

なく、輸入代行取引であり、原告とは事業形態や取引上果たす機能が異なる上、一般に事

業の立上げ時期は事業が効率化しておらず、取引数量も少ない等の事情により、継続的に

活動している法人と比べて取引価格や利益率に看過できない差異が生じ、取引規模にも大

きな差異があるとして、検討の対象から除外することとした。 

 残る３社のうち２社は、自社の責任における輸入販売取引を事業内容としているものの、

仕入価格が販売価格から一定の手数料、関税その他経費を控除して決定され、日本の市況

変動リスクを負担せず、実質的に販売数量の一定率が利益となるような形で設定されてお

り、原告とは利益構造について差異があり、商品の売残り値引き等による損失発生リスク

について差異を数値化して調整することは困難であるとして、検討の対象から除外するこ

ととした。 

 以上の結果、処分行政庁は、残ったフィリピン産バナナの輸入取引を行う１社（以下「Ａ

社」という。）に絞り、同社の取引を比較対象とすることとした。 

(イ) 基本三法を用いた比較対象取引の選定の検討 
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 処分行政庁は、独立価格比準法（措置法６６条の４第２項１号イ）における比較対象取

引は、国外関連取引と「同種の棚卸資産」について「同様の状況」でなされたものである

必要があるところ、Ａ社が取り扱う商品はフィリピン産バナナであり、エクアドル産バナ

ナの輸入取引である本件国外関連取引とは、棚卸資産の種類、生産地、輸出国等の点で差

異が認められるとして、独立価格比準法を用いて本件独立企業間価格を算定することはで

きないと判断した。 

 また、原価基準法（措置法６６条の４第２項１号ハ）は、内国法人の再販売機能に着目

し、棚卸資産の取得原価に通常の利潤を加算することで独立企業間価格を算定する方法で

あり、内国法人が棚卸資産を非関連者から仕入れて関連者に再販売した場合を想定した算

定方法であるが、原告は棚卸資産であるエクアドル産バナナを国外関連者から仕入れ、非

関連者に再販売しているため、原価基準法を採用することもできないと判断した。 

 再販売価格基準法（措置法６６条の４第２項１号ロ）は、国外関連取引に係る棚卸資産

の買手が非関連者に対して当該棚卸資産を再販売した対価の額から通常の利潤の額を控

除して計算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法であり、この通常の

利潤の額は、非関連者から購入した国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資

産を非関連者に販売した取引に基づいて算定する（措置法施行令３９条の１２第６項）と

ころ、エクアドル産バナナには、バナナ管理法に基づき、バナナ生産者からの買取価格及

びバナナの輸出価格にそれぞれ 低買取価格及び 低輸出価格が設定されており、かかる

エクアドル政府規制は、通常の利潤の額の算定等に影響を及ぼすことが客観的に明らかで

あり、その差異の調整が必要である（措置法施行令３９条の１２第６項ただし書）が、

低買取価格及び 低輸出価格の算出方法や計算式等は明らかでなく、実際にエクアドル政

府により定められた 低輸出価格の推移からも、その算定根拠を推認させるような何らか

の規則性を認めることはできず、結局、エクアドル政府規制が本件国外関連取引の対価や

利益率に及ぼす影響額を具体的、客観的に算定して数値化することができず、その差異を

調整できないとして、再販売価格基準法を用いて本件独立企業間価格を算定することはで

きないと判断した。 

(ウ) 寄与度利益分割法（措置法施行令３９条の１２第８項）の適用 

 処分行政庁は、原告及びＢは、エクアドル産バナナの取引価格について交渉することも

なく、日本の市況動向や原告及びＢの財務状況を掌握しているＥ社がこれを一方的に決定

し、原告及びＢは、エクアドルで生産されたバナナが日本で販売されるまでの事務作業を

分担し、そのために要する費用をそれぞれ負担していると認められ、いわばＥ社を含む

Ｅ・グループが日本にエクアドル産バナナを販売するための手足として流通段階における

各々の業務を担っているに過ぎないとして、原告及びＢとの間の本件国外関連取引に係る

独立企業間価格の算定に当たっては、双方の営業利益の合計を、その利益を生むために要

した費用に応じて分割するという寄与度利益分割法により算定することが も適してい

ると判断した 

(エ) 分割要因の選択 

 処分行政庁は、措置法施行令３９条の１２第８項は、寄与度利益分割法に用いる分割要

因について、「支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者が当該所得

の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因」と規定しており、具体的な分割要因とし
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てどのようなものを用いるべきかは、取引両当事者の果たす機能を正確に分析し、様々な

行為に妥当なウェイト付けを行い得る基準である必要があるところ、本件国外関連取引は、

エクアドル産バナナという１種類のみを仕入れたままの状態で売買するという単純な取

引であり、本件国外関連取引に関し、原告及びＢが行う業務は、いずれもエクアドル産バ

ナナの仕入販売業務及びこれを支える一般管理業務のみであり、研究開発や製造など他の

業務を伴うものではなく、これらの業務は、製造設備等の固定資産、重要な無形資産等を

使用するものではなく、専ら両社の役員、従業員による仕入販売活動及びこれを支える管

理業務に支出された費用により実現されたものであるから、原告とＢがそれぞれ行った上

記業務の利益獲得に対する相対的寄与度は、両社の仕入販売活動及びこれを支える管理業

務に関して発生した全ての費用の額、すなわち両社の販管費の額が指標となるものといえ

るとして、寄与度利益分割法により、原告及びＢとの間の独立企業間価格を算定するに当

たっては、その分割要因を両社が支出した販管費とするのが 適であると判断した。 

(オ) 本件独立企業間価格の算定 

処分行政庁は、以上の判断に基づき、本件各事業年度の本件独立企業間価格は、Ｂの原

告に対する取引に係る営業利益を円換算した額（別表８⑦欄）及び原告の営業利益の額（別

表８⑭欄）の合計額、すなわち、分割対象利益の額（別表８⑯欄）に、Ｂの原告に対する

取引に係る販管費の額（別表８⑥欄）及び原告の販管費の額（別表８⑬欄）の合計額に占

める原告の販管費の額の割合（別表８⑰欄）を乗じた額（別表８⑱欄）が、原告の税務上

の調整後営業利益の額となり、原告の売上高（別表８⑨欄）から、当該原告の税務上調整

後営業利益（別表８⑱欄）及び原告の販管費の額（別表８⑬欄）の合計額を減算した金額

が本件国外関連取引に係る独立企業間価格（別表８⑲欄）となり、原告の申告上の売上原

価（別表８⑩欄）から原告の本件独立企業間価格（別表８⑲欄）を減算した額が、国外関

連者であるＢへの所得移転額（別表８⑳欄）であるとして、本件各処分をした。 

ウ 本件各処分の根拠及び適法性について 

本件各処分の根拠及び適法性についての被告の主張は、別紙２「本件各処分の根拠及び適

法性に関する被告の主張」記載のとおりである。 

エ 原告は、平成１８年１月２６日、本件各処分を不服として、東京国税局長に対し、異議申

立てをしたが、平成１９年６月２２日付けでこれを棄却する旨の決定を受けたため、同年７

月２３日、国税不服審判所長に対し、審査請求をしたが、平成２１年５月２８日付けでこれ

を棄却する旨の裁決を受けたことから、同年１１月２７日、本件各処分の取消しを求めて本

件訴訟を提起した。 

３ 本件の争点 

 本件の争点は、本件各処分の適法性に関する以下の４点である。 

(1) 本件独立企業間価格を算定するに当たり、寄与度利益分割法を用いたことの違法性（寄与

度利益分割法は、基本三法を用いることができない場合に限り、これを用いることができる（措

置法６６条の４第２項１号柱書）ところ、本件国外関連取引について、基本三法のうち再販売

価格基準法を用いるに当たり、エクアドル政府規制が「通常の利益率」（同号ロ）の算定に当

たって必要な調整を加えるべき「差異」（措置法施行令３９条の１２第６項）に当たるにもか

かわらず、その調整が不可能であるとして、再販売価格基準法を用いることができないとした

ことは違法か否か。）（以下「争点１」という。）。 
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(2) 寄与度利益分割法を用いて本件独立企業間価格を算定するに当たり、原告が平成１２年１

２月期及び平成１３年１２月期において計上した営業損失の全額を分割対象利益としたこと

の違法性（上記各事業年度における原告の営業損失の全部又は相当部分は、日本市場における

エクアドル産バナナの市場価格の下落などの日本市場の特殊要因により生じたものであって、

本件国外関連取引に係る対価の設定とは無関係であるから、これを分割対象利益から除外すべ

きであったのにそれをせず、営業損失の全額を分割対象利益としたことは違法か否か。）（以下

「争点２」という。）。 

(3) 寄与度利益分割法を用いて本件独立企業間価格を算定するに当たり、分割要因として、原

告及びＢが支出した販管費を用いたことの違法性（措置法施行令３９条の１２第８項は「支出

した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を

推測するに足りる要因」を分割要因とすべき旨規定しているところ、本件において、原告及び

Ｂが支出した販管費がこれに当たるとしたことは違法か否か。）（以下「争点３」という。）。 

(4) 本件各処分に係る理由付記の不備の有無（以下「争点４」という。） 

４ 本件の争点に関する当事者の主張 

(1) 争点１（本件独立企業間価格を算定するに当たり、寄与度利益分割法を用いたことの違法

性）について 

（原告の主張） 

ア 再販売価格基準法を適用するに当たり、国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資

産を非関連者に対して販売した取引と比較対象取引との間に、その売手の果たす機能その他

において差異がある場合でも、両者の間に存在する全ての差異を調整しなければならないも

のではなく、「通常の利益率」（措置法６６条の４第２項１号ロ、措置法施行令３９条の１２

第６項）に客観的に明らかな重大な影響を与える差異についてのみ調整すれば足りる。 

イ(ア) 措置法施行令３９条の１２第６項が、調整すべき差異として「売手の果たす機能」を

明示していることからすれば、比較対象取引との比較においては、「売手の果たす機能」

が も重視されるところ、原告とＡ社の果たす機能は類似しており、Ａ社の売上総利益率

は原告にも当てはまるべきものであるから、Ａ社の売上及び原価並びにＡ社と原告の機能

の類似性の判断について、エクアドル政府規制の影響が及ぶ余地はない。 

(イ) バナナ輸入業者による加工業者等に対する再販売は、需要と供給によって定まる市場

価格である浜値で取引されており、フィリピン産バナナとエクアドル産バナナは競争関係

にあるから、原告のエクアドル産バナナの再販売価格にエクアドル政府規制の影響が及ぶ

余地はない。 

(ウ) したがって、再販売価格基準法を適用するに当たり必要な要素であるＡ社の売上及び

原価、Ａ社と原告の機能の類似性の判断、原告の再販売価格のいずれについても、エクア

ドル政府規制の影響が及ぶ余地はない。 

ウ(ア) 低輸出価格は、平均すると、本件独立企業間価格を基に算定したバナナ１カートン

当たりの独立企業間価格の２分の１未満であるところ、この両者の金額の差異が日本にエ

クアドル産バナナを輸出する際の輸送費及び保険費用並びにＢと同様の機能を果たす独

立企業の通常の利益率をカバーするのに十二分なものであれば、エクアドル政府規制は日

本への輸出価格、すなわち、日本の輸入業者による輸入価格に影響を及ぼすものではない

ことになる。 
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(イ) 卸売業は、他の業種に比べて売上総利益率が安定することを前提とすれば、エクアド

ル産バナナの日本での浜値の値動きと独立の類似業者の売上原価の動きは、大きく乖離す

ることはないと推測されるところ、浜値の値動きと 低輸出価格の値動きとの間には全く

関連性が認められないと推測され、その結果、独立の類似業者の売上原価の動きと 低輸

出価格の値動きとの間にも関連性が認められず、 低輸出価格と「通常の利益率」との間

にも関連性は認められないと推測される。よって、エクアドル政府規制が「通常の利益率」

に重大な影響を及ぼしていると解することはできない。 

エ 以上によれば、エクアドル政府規制の有無は、バナナ輸入業者の「通常の利益率」の算定

に客観的に明らかな重大な影響を与える差異であるとは認められないから、再販売価格基準

法の適用に当たり、調整を行うべき差異であるとはいえないところ、被告は、他に再販売価

格基準法を用いることができない理由を主張立証していない。よって、基本三法を用いるこ

とができないことにつき立証がないことになるから、寄与度利益分割法を用いたことは違法

である。 

（被告の主張） 

ア(ア) エクアドル政府規制は、バナナ生産者からの買取価格の 低価格である 低買取価格

及びバナナの輸出価格の 低価格である 低輸出価格を設定するものであり、これらの価

格は、エクアドル政府による厳格な規制、監視下にあるため、エクアドルのバナナ生産者

から直接バナナを買い取る業者が 低買取価格を下回る価格でバナナを仕入れること及

び日本にエクアドル産バナナを輸入仕入れする者が 低輸出価格を下回る価格で仕入れ

ることは、いずれも事実上不可能である。 

(イ) 日本にエクアドル産バナナを輸入する際の仕入原価は、バナナ自体の価格に運送費、

保険料等のその他の原価及び売手の利益等の積上げからなるものであるところ、 低輸出

価格の設定によるバナナの価格の上昇分は、その他の原価等と共に積み上げられ、日本の

輸入価格に加算され、エクアドル政府規制が存在しない場合に比べて日本の輸入価格を引

き上げる要素となるものであるから、エクアドル政府規制は、本件国外関連取引に係る取

引価格に大きな影響を及ぼし、取引当事者による自由な価格の設定を阻害する要因となっ

ていたことが認められる。 

(ウ) したがって、エクアドル以外の国からバナナを輸入する取引を本件国外関連取引の比

較対象取引とする場合、当該国にエクアドル政府規制と同様の政府規制が存在しないこと

は、比較対象取引に係る売上原価に影響を及ぼす要因であるといえ、売上原価は、「通常

の利益率」の重要な算定要素であるから、エクアドル政府規制が「通常の利益率」に影響

を及ぼす規制であることは明らかである。 

イ 原告は、比較対象取引との比較においては「売手の果たす機能」が も重視されるところ、

原告とＡ社の果たす機能は類似しているからＡ社の売上総利益率は原告にも当てはまるべ

きものであると主張する。 

 しかし、措置法施行令３９条の１２第６項は、比較対象取引との間で差異を調整すること

が必要な場合について、「売手の果たす機能その他において差異がある場合」と規定してお

り、「売手の果たす機能」は、調整が必要な差異の例示にすぎず、棚卸資産の種類や役務の

内容等、取引段階、取引数量、契約条件、取引時期、売手又は買手の果たす機能、売手又は

買手の負担するリスク、売手又は買手の使用する無形資産、売手又は買手の事業戦略、売手
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又は買手の市場参入時期、政府の規制及び市場の状況等に着目して、広く差異調整の要否を

判断すべきものとしていることは明白である。 

ウ(ア) 原告は、 低輸出価格と本件独立企業間価格を基に算定したバナナ１カートン当たり

の独立企業間価格との差額が日本にエクアドル産バナナを輸出する際の輸送費及び保険

費用並びにＢと同様の機能を果たす独立企業の通常の利益率をカバーするのに十二分な

ものであれば、エクアドル政府規制は日本の輸入業者による輸入価格に影響を及ばさない

ことになる旨主張する。 

 しかし、原告は、本件国外関連取引の当事者であり、その実態について十分な情報を有

しているはずであるにもかかわらず、 低輸出価格と上記のバナナ１カートン当たりの独

立企業間価格との差額が輸送費及び保険費用等をカバーするのに十二分なものであるか

否かについて、その根拠も示していないのであるから、そもそも主張自体失当である。 

 また、国外関連取引と比較対象取引に係る差異の調整の要否は、独立企業間価格を算定

するに当たり、基本三法を適用できるか否かを判断する過程で検討すべき問題であるから、

処分行政庁が基本三法を適用できないと判断した上で、寄与度利益分割法を適用して算出

した独立企業間価格から概算した価格を根拠に、エクアドル政府規制に係る差異の調整の

要否を論ずることは、そもそも前提を誤っている。 

(イ) また、原告は、卸売業の利益率が他の業種に比べて安定することを前提とすれば、エ

クアドル産バナナの浜値の値動きと独立の類似業者の売上原価の動きは大きく乖離する

ことはないと推測されるところ、エクアドル産バナナの浜値の値動きと 低輸出価格の値

動きとの間に全く関連性が認められないから、エクアドル政府規制が「通常の利益率」に

重大な影響を及ぼしているとは解することはできない旨主張する。 

 しかし、卸売業の利益率が他業種に比べて安定するとの一般論から、各時期における商

品の卸売価格の指標である浜値と輸入価格の推移が連動するとの結論が直ちに導かれる

ものではなく、原告の主張はその前提に論理の飛躍がある。 

エ 以上によれば、エクアドル政府規制は、「通常の利益率」に影響を及ぼす規制であること

は明らかであるところ、エクアドル政府規制により本件国外関連取引に係る対価の額や利益

率にどのような影響があるかを数値化して特定し、その差異を適正に調整することは不可能

であったため、再販売価格基準法を用いることはできなかった。そして、基本三法のうち他

の方法を用いることもできなかったから、寄与度利益分割法を用いたことは適法である。 

(2) 争点２（寄与度利益分割法を用いて本件独立企業間価格を算定するに当たり、原告が平成

１２年１２月期及び平成１３年１２月期において計上した営業損失の全額を分割対象利益と

したことの違法性）について 

（原告の主張） 

ア(ア) 移転価格税制は、独立企業原則の下、「特殊の関係」が認められる法人と国外関連者

間の国外関連取引について、その価格設定が独立企業間価格から乖離することにより所得

が国外に移転することに対処するための制度であるから、当該価格設定と無関係な取引対

象商品に対する需要の大幅な変動等といった当事者が支配できない市場の特殊要因が、国

外関連取引の一方当事者のみならず非関連取引を行う類似企業にも同様の損失をもたら

している場合には、かかる営業利益の減少に対して移転価格税制を適用することは、独立

企業原則及び移転価格税制の趣旨に反するため許されず、独立企業間価格を算定するに当



10 

たっては、その影響を排除しなければならない。 

(イ) １９９５年に経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が公表した「多国籍企業と税務当局のた

めの移転価格算定に関する指針」（以下「ＯＥＣＤ新移転価格ガイドライン」という。）３．

４も、「独立企業原則の下では、失敗の原因が商業上の要因に帰せられる場合に平均より

成功していない企業に追加的な税負担を課すことは正当化されない。」と述べ、特殊の関

係による移転価格の設定及び利益の歪み以外の商業上の要因による利益の減少を理由に

移転価格課税を行ってはならないとしている。 

イ(ア) 寄与度利益分割法以外の独立企業間価格の算定方法、すなわち、基本三法及び基本三

法に準ずる方法、取引単位営業利益法、比較利益分割法及び残余利益分割法においては、

移転価格の設定とは無関係な市場の特殊要因が売上総利益又は営業利益に影響を及ぼし

ているときは、適切な非関連者間の比較対象取引を選定し、これと比較することにより、

その影響を排除すべきものとされている。これは、独立企業原則及び移転価格税制の趣旨

に基づくものであるから、比較対象取引を使用して独立企業間価格を算定する基本三法等

に限定されるものではなく、寄与度利益分割法の場合にも同様に当てはまる。 

(イ) また、営業利益は、粗利益や価格に影響を及ぼさない種々の要因によって影響を受け

るため、取引単位営業利益法や残余利益分割法においては、独立の類似法人との比較によ

り、移転価格の設定以外の要因による営業利益への影響を排除すべきものとされていると

ころ、寄与度利益分割法も、これらの方法と同じく営業利益を用いる方法であるから、独

立の類似法人も同様に受けた移転価格の設定以外の要因による営業利益への影響を排除

すべきことは同様である。 

ウ(ア) 平成１２年１２月期及び平成１３年１２月期において原告が多額の営業損失を計上

した理由は、バナナの輸入量が急増した後の需要の大幅な減少、エクアドル産バナナの競

合品であるフィリピン産ハイランドバナナの輸入量の急増、エクアドル産バナナの輸送中

の品質管理方法を切り替えたことに対する顧客からの誤解に基づくクレーム及びエクア

ドル産バナナの残留農薬に係る風評問題の発生等により、日本市場におけるエクアドル産

バナナの浜値が大幅に下落し、又は顧客が原告との取引を減少させたことにある。 

 これらは、国外関連取引の当事者が支配できない日本市場の特殊要因であり、他のバナ

ナ輸入販売業者にも当てはまるものであって、移転価格の設定とは無関係であるから、移

転価格税制を適用するに当たっては、これらの要因により生じた営業損失は、当該市場、

すなわち日本側の輸入販売業者である原告に帰属させ、その影響を排除する必要がある。 

(イ) 平成１２年１２月期及び平成１３年１２月期において原告が計上した営業損失が日

本市場の特殊要因によるものであることは、平成１１年１２月期、平成１４年１２月期な

いし平成１６年１２月期における本件国外関連取引に係る原告の営業利益率が他のバナ

ナ輸入販売業者よりも極めて高いこと、平成１４年１２月期及び平成１５年１２月期には、

原告が多額の営業利益を計上する一方、Ｂが多額の営業損失を計上しており、本件国外関

連取引による所得の国外移転がなかったといえることからも示されている。 

(ウ) また、平成１２年１２月期及び平成１３年１２月期には、エクアドル産バナナを取り

扱う原告のみならず、フィリピン産バナナを取り扱うＡ社の売上総利益率及び営業利益率

も大幅に低下しているところ、原告とＡ社は、類似の機能を果たし、類似のリスクを負っ

ており、上記各事業年度においては、フィリピン産バナナの浜値もエクアドル産バナナと
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ほぼ同じ比率で下落しており、原告の売上総利益率及び営業利益率とエクアドル産バナナ

の浜値との間、Ａ社の売上総利益率及び営業利益率とフィリピン産バナナの浜値との間に

は、それぞれ非常に高い相関関係が認められるから、上記各事業年度における原告及びＡ

社の売上総利益率及び営業利益率の低下は、バナナの浜値の大幅な低下によるものである

と合理的に認められる。 

エ このように、平成１２年１２月期及び平成１３年１２月期においては、独立企業間取引か

国外関連取引か、フィリピン産バナナかエクアドル産バナナかにかかわらず、バナナの輸入

業者は大幅に利益を減少させたのであるから、その利益の減少は、移転価格の設定とは無関

係な日本市場の特殊な要因によるものというべきである。よって、移転価格税制を適用する

に当たり、日本市場の特殊な要因により生じた営業損失は、日本の輸入販売業者である原告

に帰属させることにより、その影響を排除する必要がある。 

 したがって、原告が平成１２年１２月期及び平成１３年１２月期において計上した営業損

失の全額を分割対象利益としたことは違法である。 

（被告の主張） 

ア(ア) 原告は、平成１２年１２月期及び平成１３年１２月期において原告が計上した営業損

失は、日本市場の特殊要因に起因するものであるから、寄与度利益分割法を適用するに当

たり、当該損失を分割対象利益から除外すべき旨主張する。 

 しかし、寄与度利益分割法について定めた我が国の租税法規に、市場の特殊要因に起因

する損失を分割対象利益から除外する旨を定めた規定は存在しないから、原告の主張は、

租税法規により定められた独立企業間価格の算定方法を逸脱した独自の見解というほか

ない。 

(イ) そもそも取引価格は、需要の状況、生産者側の供給動向、消費者等の購買動向等の市

況の状況、為替の動向、経済情勢等の取引当事者がその価格や利益への影響を完全にコン

トロールすることができない種々の要素の影響を受けて形成されるものであり、取引当事

者は、これらの種々の要素の存在を踏まえつつ、具体的な取引価格を決定するなどの経済

活動を行い、そうした種々の要因が作用した結果が営業利益となって現れるものである。 

 そして、国際取引においては、特定の地域で生じた要因に基づき需給等の環境に変化が

生じた場合、取引にかかわる全ての者が、その影響を受けることが一般的であるところ、

寄与度利益分割法は、関連者間の国外関連取引から生じる所得を、当該所得の発生に寄与

した程度を推測するに足りる要因に応じて当該各関連者に帰属するものとして計算した

金額を当該国外関連取引の対価の額とする方法であり、その所得には、このような市場の

状況変化の影響を受けた結果生じたものも反映されているのであるから、仮に、非関連取

引を行う当事者も同様の影響を受けているとしても、そのことは国外関連取引の当事者に

生じた国外関連取引に係る所得をその寄与度に応じて帰属させる過程において、何ら影響

を及ぼすものでないから、分割対象利益から市場の特殊要因を除外すべき理由にはならな

い。 

(ウ) ＯＥＣＤ新移転価格ガイドライン３．４は、その前段において「平均より低い利益を

上げているということを主な理由として企業を過大に課税…する結果をもたらすように

用いられてはならない。」と規定しているとおり、当該企業の利益が平均より低いことを

主たる理由として過大に課税することを禁止しているにすぎないところ、本件において、
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処分行政庁は、原告の申告利益が平均的企業より低いことを主たる理由として移転価格税

制を適用したものではないから、上記ＯＥＣＤ新移転価格ガイドライン３．４の趣旨に反

するものではない。 

イ(ア) 原告は、寄与度利益分割法以外の独立企業間価格の算定方法においては、適切な比較

対象取引を選定し、これと比較することにより、市場の特殊要因による売上総利益又は営

業利益への影響を排除すべきものとされているから、寄与度利益分割法においても、同様

に市場の特殊要因による影響を排除する必要があると主張する。 

 しかし、基本三法等は、比較対象取引が存在することを前提に、その取引価格、売上総

利益率又は営業利益率を用いて独立企業間価格を算定する方法であるため、比較対象取引

に該当するかどうかの判断において、差異の調整が可能か否かを含め、市場の状況など

種々の要素の類似性が考慮されることになるのに対し、寄与度利益分割法は、分割対象利

益を国外関連取引の内容に応じて、関連者が当該分割対象利益の発生に寄与した程度を推

測するにふさわしい要因により分割する方法であり、比較対象取引が存在しない場合であ

っても独立企業間価格を算定する方法であるから、そもそも他の独立企業間価格の算定方

法とは根本的に異なる。 

(イ) 取引単位営業利益法、残余利益分割法及び寄与度利益分割法の各算定方法が営業利益

を用いる点で共通するとしても、寄与度利益分割法は、取引単位営業利益法及び残余利益

分割法とは異なり、比較対象取引が存在しないのであるから、その算定に当たって比較対

象取引が存在することを前提として独立企業間価格を算定する上で必要な移転価格以外

の要因による営業利益への影響を排除すべきとする理由はない。 

ウ(ア) 原告は、平成１２年１２月期及び平成１３年１２月期において原告が、多額の営業損

失を計上した理由は、日本市場におけるバナナの浜値が大幅に下落したことなどの日本市

場の特殊要因のためであり、これらは、他のバナナ輸入販売業者にも当てはまるものであ

って、移転価格の設定とは無関係であるから、これらの要因により生じた営業損失は、日

本側の輸入販売業者である原告に帰属させ、その影響を排除する必要があると主張する。 

 しかし、そもそも浜値等の市場価格の変動による損失は、青果の卸売業界に限らず自由

主義経済下においては常に発生し得るものであり、何ら特殊の要因による特殊の損失では

ない。また、なぜ独立企業間であれば、日本の市場価格の下落により生じた損失の全てを

日本法人が当然に負担すべきであるのか、すなわち、なぜ日本の市場価格の下落が独立企

業間価格に影響しないといえるのか、その理論的根拠も不明である。 

(イ) また、バナナの市場価格は、平成１０年から平成１１年にかけて既に下落し始めてい

るところ、原告は、平成１０年１２月期には営業損失を計上したものの、バナナの市場価

格が更に下落したとされる平成１１年１２月期には、正反対に営業利益が好転している。

逆に、バナナの市場価格が再度上昇したとされる平成１２年から平成１３年にかけて、Ａ

社の売上総利益率が回復しているのに対し、原告は、バナナの市場価格の動きと正反対に

営業損失が大幅に拡大している。 

 これらによれば、原告の営業損益が日本国内のバナナの市場価格と連動しているとは到

底いえないから、両者が連動していることを前提とする被告の主張は、その前提を欠く。 

エ 以上によれば、原告が平成１２年１２月期及び平成１３年１２月期において計上した営業

損失の全額を分割対象利益としたことは適法である。 
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(3) 争点３（寄与度利益分割法を用いて本件国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するに

当たり、分割要因として、原告及びＢが支出した販管費を用いたことの違法性）について 

（原告の主張） 

ア 措置法施行令３９条の１２第８項は、分割要因について、「当該所得の発生に寄与した程

度を推測するに足りる要因」と規定し、これを受けて、租税特別措置法関係通達（法人税編）

（昭和５０年２月１４日直法２－２（例規）国税庁長官通達。ただし、平成１６年課法２－

１４による改正前のもの。以下「措置法通達」という。）６６の４(4)－２は、「国外関連取

引の内容に応じ法人又は国外関連者が支出した人件費等の費用の額、投下資本の額等これら

の者が当該分割対象利益の発生に寄与した程度を推測するにふさわしいものを用いること

に留意」し、「当該要因が複数ある場合には、それぞれの要因が分割対象利益の発生に寄与

した程度に応じて合理的に計算する」と規定している。 

 したがって、分割要因には、国外関連取引の各当事者の事業内容の実態や機能及びリスク

の内容等の個別具体的な客観的事実から、特定の分割要因が分割対象利益の発生に寄与して

いること、すなわち、当該分割要因が分割対象利益の発生の主要な原因であり、分割要因が

増加すれば分割対象利益が増加すること（定性的関係）及びその寄与の程度との関連性につ

いて合理的に推測されること、すなわち、分割要因が分割対象利益の発生に寄与した程度を

合理的に推測するに足り、又は寄与した程度を推測するにふさわしいこと（定量的関係）の

いずれも満たすと認められるものを選定しなければならない。 

イ(ア) 他のバナナの輸入販売業者の販管費と営業利益との関係を検討したところによれば、

およそバナナの輸入販売業界において、販管費の支出が増加すれば営業利益が増加すると

いう定性的関係は認められず、ましてや両者の間に定量的関係は認められない。 

(イ) また、前記のとおり、平成１２年１２月期及び平成１３年１２月期において原告が計

上した営業損失は、移転価格の設定とは無関係な日本市場の特殊要因によって生じた損失

であるところ、原告の営業損失とＢの営業利益の絶対値を比較すると、原告の営業損失の

方が大きいから、上記各事業年度における分割対象利益は、その全てがエクアドル産バナ

ナの浜値の大幅な下落及び顧客による原告との取引量の減少という日本市場の特殊要因

により生じた原告の損失から構成されることになる。したがって、原告の販管費との間に

関連性はなく、また、Ｂの損益は一切含まれていないことになるから、Ｂの販管費との間

にも関連性はない。 

(ウ) Ｂは、Ｅ社からエクアドル産バナナを購入し、唯一の顧客である原告に販売し、その

関連の輸送を行うものであり、顧客の維持、開拓等の必要が一切ないのに対し、原告は、

長期間をかけてエクアドル産バナナの販売、流通網を構築、維持し、自己名義で商標登録

を行い、顧客からの代金回収リスクも負っているから、両者の活動を仕入販売業務として

同列に論じることはできない。 

(エ) 原告の販管費には、広告宣伝費、従業員等の給与、賃借料、減価償却費、貸倒引当金

繰入額等が計上されているのに対し、Ｂの販管費には、従業員等の給与のほか、多額の弁

護士費用、会計事務所及びコンサルタントへの支払が計上されているところ、このような

多種多様な個別の販管費のそれぞれが所得の発生に対する寄与度は異なるから、それぞれ

の費用が分割対象利益の発生にどのように寄与しているか明らかにすべきである。 

ウ(ア) 寄与度利益分割法は、恣意的結果をもたらしやすく、分割要因の選定次第では非常識
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又は不合理な結論を生じかねないことから、当該分割要因を用いて独立企業間取引を行う

同業他社の利益を分割した場合の結果と実際の同業他社の財務データが一致しているか、

国外関連取引に当該分割要因を用いて寄与度利益分割法を適用した結果に基づく営業利

益率や売上総利益率が同業他社の営業利益率や売上総利益率と著しく乖離していないか

などの検証を行うことが不可欠であって、寄与度利益分割法を適用した結果が不合理なも

のとなっている場合には、当該寄与度利益分割法の適用は違法となる。 

(イ) 本件各更正処分を反映させた平成１１年１２月期における原告の営業利益率は、他の

バナナ輸入販売業者４社の営業利益率の約１２倍から約５０倍となっており、明らかに異

常かつ非常識な結果である。 

 また、本件各更正処分を反映させた平成１１年１２月期及び平成１２年１２月期におけ

る原告の売上総利益率は、バナナの輸入販売事業という原告と同様の事業を行い、類似の

機能を果たし、バナナの浜値の大幅な下落という日本市場の特殊要因の影響を受けたＡ社

の売上総利益率を大きく上回っており、不合理である。 

 これらのことは、販管費が分割対象利益の発生に寄与した程度を合理的に推測するに足

りる要因でないことを明確に示している。 

(ウ) これに対し、被告が比較対象として選定したバナナ輸入販売業者９社は、いずれも原

告に比べて販売規模が極端に小規模であったり、仕入販売ではなく輸入代行取引を行う業

者であったり、原告と利益構造について差異があるなど、原告との比較可能性を欠くから、

これらのバナナ輸入販売業者の売上総利益率及び営業利益率と、原告の本件各更正処分後

の売上総利益率及び営業利益率を比較することは意味がない。 

エ 以上によれば、本件国外関連取引において、原告とＢが支出した販管費は、「当該所得の

発生に寄与した程度を推測するに足りる要因」とはいえないから、販管費を分割要因とした

ことは違法である。 

（被告の主張） 

ア(ア) 分割要因として何を用いるべきかは、取引両当事者の果たす機能を正確に分析し、製

造、輸送、販売等の当該取引に係る行為に妥当なウェイト付けを行い得る基準である必要

があり、一般的には費用に着目して選定すべきものであるが、企業グループ内部の取引に

おいて、取引両当事者が果たす機能の形態は様々であるため、研究開発、製造、販売、役

務提供等の寄与の性格や程度、企業グループの特殊事情及び入手可能な情報等に応じ、

個々の事案に即して決定すべきである。 

 また、国外関連取引に係る所得発生に対する「寄与の程度」（措置法施行令３９条の１

２第８項）とは、法人と国外関連者との間で営業利益を分配するに当たり前提とすべき各

取引当事者の行為の寄与度をいうのであるから、当然、法人と国外関連者の関係における

相対的なものであり、具体的な利益又は損失との数学的な比例関係を指すものではない。 

(イ) 本件国外関連取引に関し、原告及びＢが行う業務は、いずれもエクアドル産バナナの

仕入販売業務及びこれを支えるための一般管理業務のみであり、これらの業務は、製造設

備等の固定資産、重要な無形資産等を使用するものではなく、専ら両社の役員、従業員に

よる仕入販売活動及びこれを支える管理業務に支出された費用により実現されたもので

あるから、原告及びＢがそれぞれ行った上記業務の利益獲得に対する相対的寄与度は、両

社の仕入販売活動及びこれを支える管理業務に関して発生した全ての費用の額、すなわち
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両社の販管費の額が指標となる。 

イ(ア) 原告は、分割要因と分割対象利益との間に、定性的関係及び定量的関係があることが

必要であると主張する。 

しかし、措置法施行令３９条の１２第８項は、分割要因について、法人及び国外関連者

が「当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因」と定めているにとどまるの

であって、原告がいうような「定性的関係」や「定量的関係」があることを要件とする法

文上の規定は存在しない。したがって、分割要因は、国外関連取引に係る所得の発生に対

する各取引当事者の果たした役割の相対的寄与度を推測するに足りる要因であれば足り

る。 

(イ) そもそも、ある取引により当該取引の両当事者が得る利益の合計や一方当事者が得る

利益は、取引両当事者がどれだけ利益発生に寄与する活動を行ったかという要因のほか、

市況の状況、為替の変動、経済情勢など種々の様々な要素の影響を受けて増減するもので

あるから、取引両当事者による寄与の程度とその利益の発生との間に、寄与の程度が増え

れば利益も増えるという単純な連動関係が存在しないことは明らかである。 

(ウ) また、分割要因とする費用と所得との間に厳密な因果関係を要求すると、事実上、費

用を分割要因とすることはできなくなり、結局、「所得に寄与した程度を推測するに足り

る要因」を見つけ出すこと自体が不可能になるところ、措置法６６条の４第２項１号ニ、

措置法施行令３９条の１２第８項がこのような不可能を要求するものであるはずがない。 

ウ(ア) 原告は、平成１２年１２月期及び平成１３年１２月期における分割対象利益は、その

全てが日本市場の特殊要因により生じた原告損失から構成されるから、原告及びＢの販管

費との間には関連性がない旨主張する。 

 しかし、寄与度利益分割法は、国外関連取引の両当事者に生じた当該国外関連取引に係

る損益全体を分割対象利益とした上で、両当事者がその所得の発生に寄与した程度に応じ

て利益の配分を受ける結果となるような価格を算定しようとする方法であるから、本件の

ように国外関連取引の一方当事者に利益が生じ、他方当事者に損失が生じている場合、分

割対象利益の計算上、当該利益と当該損失が相殺されたことを根拠に、分割対象利益が一

方の者の利益ないし損失から構成されているものと評価し、他方の者はその発生に全く寄

与していないと断じるのでは何の意味もなく、このような分割対象利益の算定方法が寄与

度利益分割法の考え方から逸脱したものであることは明らかである。 

(イ) 原告は、本件国外関連取引において、原告とＢとの間には、顧客の維持・開拓等の必

要の有無、代金回収リスクの有無という差異があるから、両者の活動を同列に論じること

はできないと主張する。 

しかし、仮に、上記のような差異があるとすれば、その差異は、双方の販管費に顧客の

開拓・維持に要する費用及び代金回収リスクに係る費用が計上されるか否か又はその金額

の多寡という形で現れるから、販管費を分割要因とすることで、上記差異が本件国外関連

取引における合算利益の発生に対する両社の寄与度の違いとして適正に評価され、反映さ

れたものとなる。 

(ウ) 原告は、原告とＢの販管費を構成する個別の費用の内容に差異があるから、それぞれ

の費用が分割対象利益の発生にどのように寄与しているか明らかにすべきであると主張

する。 
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 しかし、販管費として計上される費用は、その全ての費用が販売及び販売のための一般

管理業務に関して発生した費用であるところ、原告及びＢは、いずれもエクアドル産バナ

ナの仕入販売しか行っておらず、両者の業務内容には販管費を構成する個々の費用に応じ

たウェイト付けをすべき差異は認められないから、両者が販管費として計上した金額全体

が原告とＢの本件国外関連取引に係る獲得利益に対する相対的寄与度を示す指標として

適である。 

エ(ア) 原告は、寄与度利益分割法の適用結果が同業他社の営業利益率や売上総利益率と比較

して著しく乖離し、不合理なものとなっている場合には、当該寄与度利益分割法の適用は

違法となる旨主張する。 

 しかし、寄与度利益分割法は、比較対象取引の営業利益率等を用いずに独立企業間価格

を算定する方法であって、同業他社の営業利益率等との比較によって検証することは、も

とより想定していないし、これを義務付ける趣旨の法令の規定も存在しない。 

(イ) 念のため、原告の同業者の財務データと比較するに、自らバナナの輸入取引を行う法

人１０社のうち、全社損益及び輸入バナナの取引損益について回答を得た９社の平成１１

年１２月期ないし平成１３年１２月期の３事業年度に対応する売上総利益率及び営業利

益率（加重平均）と原告の損益計算書に記載されている売上総利益率及び営業利益率、原

告の調整後の売上総利益率及び営業利益率を比較すると、原告の調整後の売上総利益率及

び営業利益率は、原告の損益計算書上の売上総利益率及び営業利益率に比較して、比較対

象企業の売上総利益率及び営業利益率に近似している。 

(ウ) これに対し、原告は、本件各更正処分を反映させた平成１１年１２月期における原告

の営業利益率が他のバナナ輸入販売業者４社の営業利益率に比べ、約１２倍から約５０倍

となっており、明らかに異常かつ非常識な結果である旨主張するが、原告が比較対象企業

として挙げる４社は、いずれも複数の事業を行い、又は複数の青果物を取り扱う企業であ

り、専らエクアドル産バナナの輸入卸事業のみを行う原告とはその事業内容が大きく異な

るから、その営業利益率を単純に比較することはできない。 

 また、原告は、本件各更正処分を反映させた平成１１年１２月期及び平成１２年１２月

期における原告の売上総利益率がＡ社の売上総利益率を上回っており、不合理であると主

張するが、平成１０年１２月期から平成１５年１２月期の両者の売上総利益率を比較する

と、総じて原告の売上総利益率はＡ社のそれを大きく下回っており、本件国外関連取引に

Ａ社の売上総利益率を用いて再販売価格基準法を適用して算出した所得移転の額は、本件

各更正処分に係る国外所得移転の額を上回っているから、本件における寄与度利益分割法

の適用結果が著しく不合理なものでないことは明らかである。 

(4) 争点４（本件各処分に係る理由付記の不備の有無）について 

（原告の主張） 

 平成１１年１２月期ないし平成１３年１２月期に係る法人税額等の更正通知書及び加算税

の賦課決定通知書（以下「本件各通知書」という。）には、販管費が分割対象利益の発生に寄

与したと判断した具体的根拠及び理由が全く記載されていないから、本件各処分は、法人税法

１３０条２項の趣旨に反し、違法である。 

（被告の主張） 

 本件各通知書には、処分行政庁が当該所得移転額を益金に算入した理由について法律上及び
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事実上の根拠を具体的に示しており、処分行政庁としては、それを記載することにより各更正

処分における自己の判断過程を逐一検証することができるのであって、その判断の慎重性及び

合理性を確保するという点において欠けるところはなく、課税庁の恣意抑制という理由付記制

度の趣旨目的を損なうものではないと認められ、また、原告による不服申立ての便宜の要請に

対しても必要な材料を十分に提供するものということができるから、法人税法１３０条２項の

要求する更正の理由付記として欠けるところはない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点１（本件独立企業間価格を算定するに当たり、寄与度利益分割法を用いたことの違法性）

について 

(1) 本件各処分は、寄与度利益分割法（措置法６６条の４第２項１号ニ、措置法施行令３９条

の１２第８項）を用いて算定した本件独立企業間価格に基づいてされたものであるところ、寄

与度利益分割法は、基本三法、すなわち、独立価格比準法（措置法６６条の４第２項１号イ）、

再販売価格基準法（同号ロ）及び原価基準法（同号ハ）を用いることができない場合に限り用

いることができる方法である（措置法６６条の４第２項１号柱書）。したがって、本件国外関

連取引について、基本三法を用いることができないと認められなければ、本件各処分は違法と

なる。 

(2) この点につき、原告は、基本三法のうち再販売価格基準法について、本件国外関連取引と

被告が比較対象として選定したＡ社のフィリピン産バナナの輸入取引との間には、エクアドル

政府規制の有無という差異があるが、これは「通常の利益率」（措置法６６条の４第２項１号

ロ、措置法施行令３９条の１２第６項）に客観的に明らかな重大な影響を与える差異ではなく、

当該差異により生じる通常の利益率の差を調整することを要するものではないから、再販売価

格基準法を用いることができないとは認められないと主張する。 

これに対し、被告は、エクアドル政府規制の有無という差異が「通常の利益率」に影響を及

ぼすことは明らかであり、当該差異により生じる通常の利益率の差を調整することを要するも

のであるが、その影響を具体的、客観的に算定することができず、その差を調整することはで

きないため、再販売価格基準法を用いることはできなかったと主張する。 

 そこで、まず再販売価格基準法の適用の可否について検討する。 

(3) 再販売価格基準法の適用の可否について 

ア(ア) 再販売価格基準法とは、国外関連取引に係る棚卸資産の買手が特殊の関係にない非関

連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額である再販売価格から通常の利潤の額（当

該再販売価格に通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。）を控除して計算した金額を

もって当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう（措置法６６条の４第２項第１号

ロ）。 

 そして、上記にいう「通常の利益率」とは、国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類

似の棚卸資産を、非関連者から購入した再販売者が非関連者に対して販売した比較対象取

引に係る当該再販売者の売上総利益の額（当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による

収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した

金額をいう。）の当該収入金額の合計額に対する割合をいう（措置法施行令３９条の１２

第６項本文）。 

ただし、比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関
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連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、そ

の差異により生じる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合をいう（同項ただし書）。 

(イ) そこで、通常の利益率を算出するに当たり、いかなる「差異」がある場合に調整を加

えることを要するか検討するに、措置法施行令３９条の１２第６項ただし書が「売手の果

たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生じる割合の差につき必要

な調整を加え」ると規定していることからすれば、調整を加えることを要する差異は、売

手の果たす機能に限られるものではなく、棚卸資産の種類や役務の内容、取引の段階、取

引数量、契約条件、取引時期、売手又は買手の果たす機能、売手又は買手の負担するリス

ク、売手又は買手の使用する無形資産、売手又は買手の事業戦略、売手又は買手の市場参

入時期の規制及び市場の状況等の「通常の利益率」に影響を及ぼし得る種々の要素につい

て、調整を要するというべきである。 

 もっとも、同項ただし書が「その差異により生じる」差について調整を加えると規定し

ていることからすれば、およそ全ての差異について調整を行う必要はなく、当該差異が通

常の利益率に影響を及ぼすものではない場合には、当該差異について調整を行う必要はな

い一方、通常の利益率に影響を及ぼす差異が存在する場合には、当該差異により生じる通

常の利益率の差について調整を行わなければならず、その調整ができないのであれば、当

該比較対象取引に基づいて独立企業間価格を算定することは許されないと解するのが相

当である。 

イ(ア) そこで、エクアドル政府規制の有無が、通常の利益率を算出するに当たり調整を加え

ることを要する差異に当たるか否か、すなわち、通常の利益率に影響を及ぼすものか否か

について検討するに、証拠（乙７、３２）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認め

られる。 

ａ バナナ管理法１条は、農畜産省、外務省及び観光商工業開発省の各大臣が署名した内

局合意を受けて、当該行政機関は、バナナの輸出業者がバナナの生産者に対して支払う

べき 低価格（ 低買取価格）及びバナナの輸出業者が請求する輸出価格の下限（ 低

輸出価格）を定期的に設定する旨規定している。 

 また、同条は、バナナの輸出業者は、バナナの生産者に支払う 低買取価格の保証と

して、担保を設定するものとし、当該担保は財務部の当局が管理する旨規定している。 

ｂ バナナ管理法３条は、輸出用のバナナに対する支払を清算する際、生産者に対して未

承認の控除を行うことを禁止し、バナナの輸出業者がこれに違反した場合には、罰金が

科される旨規定している。 

ｃ バナナ管理法４条は、バナナの輸出業者は、出荷の４８時間以上前に当局に対して出

荷仮案を提出するとともに、出荷後７２時間以内に当局に対して出荷 終案を提出する

ものとし、輸出業者が書類を提出しなかったり、改ざんした書類を提出した場合には罰

金が科される旨規定している。 

ｄ バナナ管理法５条は、 低買取価格を不正に支払わなかった場合、又はかかる支払の

不履行を首謀、共謀、幇助又は教唆した場合には、１年ないし３年の懲役及び罰金が科

される旨規定している。 

ｅ 平成１０年から平成１５年におけるエクアドル政府の告示に係るバナナのタイプご

との 低輸出価格及びＥ社からＢに対する輸出価格（ＦＯＢ単価）の推移は、別表９の
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とおりであり、いずれも 低輸出価格と同額か、それを上回っている。 

(イ) 上記(ア)ａないしｄの事実によれば、エクアドル産バナナについては、バナナ管理法

に基づき、エクアドル政府が輸出業者によるバナナ生産者からの買取価格及びバナナの輸

出価格にそれぞれ 低買取価格及び 低輸出価格を定期的に設定し、バナナ輸出業者には、

低買取価格の支払のために担保を設定することや輸出に係る出荷案をエクアドル政府

に提出することなどが義務付けられるとともに、生産者に対する支払の際に未承認の控除

をすることが禁止され、 低買取価格を不正に支払わなかった者には懲役刑も含めた刑罰

が科されるなど、 低買取価格及び 低輸出価格を遵守すべきことが法的に義務付けられ

ていることが認められ、バナナ輸出業者が生産者から 低買取価格を下回る価格でバナナ

を買い取ること及びバナナ輸出業者が 低輸出価格を下回る価格でバナナを輸出するこ

とは事実上不可能であると認められ、現に、Ｅ社からＢに対する輸出価格の推移を見ても、

上記(ア)ｅ（別表９）のとおり、 低輸出価格を下回ることはない状況であった。 

 そうすると、エクアドル政府規制、すなわち、エクアドル政府による 低買取価格及び

低輸出価格の設定は、バナナ輸出業者によるバナナ生産者からの買取価格及び輸出価格

の下限を定めるものであって、当該規制が存在しない場合に比べ、バナナ生産者からの買

取価格及び輸出価格を上昇させる方向に作用する要因であることは明らかというべきで

ある。 

(ウ) そして、一般的に、日本の輸入業者がバナナを日本に輸入する際の仕入原価は、バナ

ナ自体の価格に、輸送費や保険料、売手の利益等の積上げからなるところ、証拠（乙８）

及び弁論の全趣旨によれば、原告がエクアドル産バナナを日本に輸入する際の仕入原価も、

バナナ自体の価格及び梱包、出荷、保険等の費用に基づいて計算されていることが認めら

れる。 

 そうすると、 低輸出価格が設定されていることによるバナナの輸出価格の上昇分は、

上記のような各種費用や売手の利益等と共に、日本の輸入業者がエクアドル産バナナを日

本に輸入する際の仕入原価として積み上げられ、ひいてはその輸入価格に反映されること

になるのであるから、エクアドル政府規制は、当該規制が存在しない場合に比べ、エクア

ドル産バナナの日本への輸入価格を上昇させる方向に作用する要因であることも、また明

らかというべきである。 

(エ) そして、前記ア(ア)のとおり、「通常の利益率」とは、比較対象取引に係る再販売者

の売上総利益の額、すなわち、当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の

合計額から当該棚卸資産の原価の合計額を控除した金額の当該収入金額の合計額に対す

る割合をいうところ、エクアドル産バナナの日本への輸入価格は、ここでいう当該棚卸資

産の原価に当たるから、エクアドル産バナナの輸入価格が上昇すれば、その分だけ原価の

合計額が上昇し、売上総利益の額が減少することになるのであって、その割合である「通

常の利益率」にも影響が及ぶことは明らかというべきである。 

 以上によれば、エクアドル政府規制は、「通常の利益率」に影響を及ぼすものというべ

きであるから、当該規制の有無という差異は、通常の利益率を算出するに当たり、それに

より生じる通常の利益率の差について調整することを要する差異というべきである。 

ウ(ア)ａ これに対し、原告は、措置法施行令３９条の１２第６項が「売手の果たす機能」を

明示していることからすれば、比較対象取引との比較においては、「売手の果たす機
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能」が も重視されるとした上で、原告とＡ社の果たす機能は類似しており、Ａ社の

売上総利益率は原告にも当てはまるべきものであるから、Ａ社の売上及び原価につい

てエクアドル政府規制の影響が及ぶ余地はないと主張する。 

 しかし、上記ア(イ)で検討したように、措置法施行令３９条の１２第６項ただし書

は「売手の果たす機能その他において差異がある場合」と規定しているのであって、

売手の果たす機能に限らず、政府の規制その他の種々の要素について、「通常の利益

率」に影響を及ぼす差異があるか否かを検討すべき旨を規定していると解すべきから、

原告とＡ社の果たす機能が類似していたとしても、そのことから直ちにＡ社の売上総

利益率が原告にも当てはまるべきなどとは到底いえない。 

ｂ また、原告は、フィリピン産バナナとエクアドル産バナナは競争関係にあるから、

バナナの輸入業者による再販売価格は、市場価格である浜値にならざるを得なくなる

のであって、原告のエクアドル産バナナの再販売価格にエクアドル政府規制の影響が

及ぶ余地はないと主張する。 

 しかし、上記イで検討したように、エクアドル政府規制は、輸出業者によるエクア

ドル産バナナの輸出価格を上昇させる方向に作用する要因であって、その上昇分は日

本の輸入業者の仕入原価として積み上げられ、ひいては、日本の輸入価格も上昇させ

る方向に作用する要因であると認められる。 

 そして、原告が主張するように、フィリピン産バナナとエクアドル産バナナが競争

関係にあるためにバナナ輸入業者による再販売価格が市場価格である浜値にならざ

るを得なくなるとするならば、原告としては、エクアドル政府規制による仕入原価の

上昇分を再販売価格に転嫁することができず、原告の売上総利益の額は、エクアドル

政府規制による仕入原価の上昇分だけ減少することになり、フィリピン産バナナの輸

入業者の売上総利益の額は相対的に増加することになる。そうすると、まさにエクア

ドル政府規制の有無は、比較対象取引であるＡ社のフィリピン産バナナの輸入取引に

係る原価の額や売上総利益の額に直接的な影響を生じさせることになるのであって、

原告が主張するようにエクアドル政府規制が、原告の再販売価格に影響を及ぼさない

としても、「通常の利益率」そのものに影響を及ぼすことになる。 

(イ)ａ 次に、原告は、 低輸出価格と本件独立企業間価格を基に算定したバナナ１カート

ン当たりの独立企業間価格の差額が、日本にエクアドル産バナナを輸出する輸送費及

び保険費用並びにＢと同様の機能を果たす独立の類似事業者の通常の利益率をカバ

ーするのに十二分なものであれば、エクアドル政府規制は日本の輸入業者による輸入

価格に影響を及ぼすものではないことになると主張する。 

 しかし、そもそも上記の差額が輸送費及び保険費用並びにＢと同様の機能を果たす

独立の類似事業者の通常の利益率をカバーするのに十二分なものであるとの前提を

認めるに足りる証拠がないことはもとより、エクアドル政府規制が通常の利益率に影

響を与えるか否かは、独立企業間価格の算定に当たり、基本三法を用いることができ

るか否かを判断する際に検討すべき事項であるから、基本三法を用いることができな

いことを前提として寄与度利益分割法を用いて算定した本件独立企業間価格を根拠

として、エクアドル政府規制が通常の利益率に重大な影響を与えるものであるか否か

を判断することは、そもそも不合理であるといわざるを得ない。 
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ｂ また、原告は、卸売業が他の業種に比べて売上総利益率が安定することを前提とす

れば、エクアドル産バナナの日本での浜値の値動きと独立の類似業者の売上原価の動

きは、大きく乖離することはなく、エクアドル政府が決める 低輸出価格の値動きと

浜値の値動きとの間には全く関連性が認められないから、独立の類似業者の売上原価

の動きと 低輸出価格の値動きとの間にも関連性が認められず、その結果、 低輸出

価格と「通常の利益率」との間にも関連性は認められず、エクアドル政府規制が「通

常の利益率」に重大な影響を及ぼしていると解することは困難であると主張する。 

 しかし、そもそもバナナの浜値は、いわゆる市場価格であり、主として需要と供給

のバランスにより定まるものであって、その値動きが必ずしも供給者であるバナナの

輸入業者の仕入原価の値動きに連動するものであるとはいえないから、仮に、一般的

に、卸売業が他の業種に比べて売上総利益率が安定する傾向にあるとしても、そのこ

とから直ちにバナナの浜値の値動きと独立の類似業者の売上原価ないし 低輸出価

格の値動きとが関連性を有するべきものであるとはいえないのであって、この点につ

いての原告の主張に与することはできない。 

(ウ) 以上によれば、原告が、エクアドル政府規制は「通常の利益率」に影響を及ぼすもの

ではないとして主張する点は、いずれも採用することができない。 

エ(ア) そこで、次に、エクアドル政府規制の有無により「通常の利益率」に生じる差につい

て、調整することが可能か否かについて検討するに、証拠（乙７、８）及び弁論の全趣旨

によれば、以下の事実が認められる。 

ａ バナナ管理法１条は、 低買取価格及び 低輸出価格は、農畜産省が３か月ごとに開

く交渉会議において、生産者と輸出者の各代表者が大臣らと協力して決定するが、合意

に達しなかった場合、それから７日以内に２人の大臣が国内生産の平均費用を基に上記

各価格を設定する旨規定している。 

ｂ バナナ管理法１条は、 低買取価格は、国内生産の平均費用に妥当な収益を足した額

とする旨規定している。 

ｃ 農畜産省が発行した 低買取価格及び 低輸出価格に係る通知には、バナナの種類ご

とに合意された上記各価格が記載されているものの、その算定方法や根拠となった数値

等は一切記載されていない。 

(イ) 上記(ア)ａ、ｂの事実によれば、 低買取価格及び 低輸出価格は、バナナ管理法に

基づき、農畜産省が３か月ごとに開く交渉会議において、生産者と輸出者の各代表者が大

臣らと協力して決定され、合意に達しなかった場合には、２人の大臣が国内生産の平均費

用を基に設定すること、 低買取価格は、国内生産の平均費用に妥当な収益を足した額と

するとされていることが認められるものの、同法の規定をみても、 低買取価格及び 低

輸出価格を算出する具体的な方法や計算式等は明らかではなく、上記にいう「国内生産の

平均費用」や「妥当な収益」というのも、いかなる資料に基づく、いかなる数値であるか

は不明である。 

 また、上記(ア)ｃのとおり、農畜産省による 低買取価格及び 低輸出価格に係る通知

（乙８別紙Ａ）を見ても、具体的な算出方法や根拠となった数値等は一切記載されておら

ず、その記載から具体的な算出方法や計算式等をうかがい知ることはできず、平成１０年

から平成１５年におけるエクアドル政府の告示に係るバナナのタイプごとの 低輸出価
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格の推移（別表９参照）を見ても、その算出方法等をうかがわせるような何らかの規則性

等を認めることはできない。 

そして、他に、 低買取価格及び 低輸出価格の具体的な算出方法や根拠となる数値等

を把握する手掛かりとなる資料はない。 

(ウ) そうすると、 低買取価格及び 低輸出価格は、その具体的な算出方法や根拠となる

数値等が不明であるから、それらがエクアドル産バナナの取引価格に与える具体的な影響

を数値化して特定することは不可能であるといわざるを得ない。したがって、エクアドル

政府規制の有無という差異により生じる「通常の利益率」の差について、これを調整する

ことは不可能であるというべきである。 

オ 以上によれば、エクアドル政府規制は「通常の利益率」に影響を及ぼすものであるから、

再販売価格基準法を適用するに当たり、当該規制の有無により通常の利益率に生じる差につ

いて調整する必要があるところ、その具体的な影響を数値化して特定することは不可能であ

り、エクアドル政府規制の有無という差異により生じる通常の利益率の差を調整することが

できないから、本件国外関連取引について、Ａ社のフィリピン産バナナの輸入取引を比較対

象取引として、再販売価格基準法を用いて独立企業間価格を算定することは許されない。 

(4) 独立価格比準法及び原価基準法の適用の可否について 

 上記(3)で検討したとおり、本件国外関連取引について、再販売価格基準法を用いて独立企

業間価格を算定することは許されないが、上記(1)のとおり、寄与度利益分割法は基本三法を

用いることができない場合に限り用いることができる方法であるから、次に、独立価格比準法

及び原価基準法の適用の可否について検討する。 

ア 独立価格比準法の適用の可否について 

(ア) 独立価格比準法とは、特殊の関係にない売手と買手が、国外関連取引に係る棚卸資産

と同種の資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他が同様の状況の下で売買し

た取引の対価の額（当該同種の資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他に差

異のある状況の下で売買した取引がある場合において、その差異により生じる対価の額の

差を調整できるときは、その調整を行った後の対価の額を含む。）に相当する金額をもっ

て当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう（措置法６６条の４第２項１号イ）。 

(イ) このように、独立価格比準法における比較対象取引は、国外関連取引と「同種の資産」

を「取引段階、取引数量その他が同様の状況の下」でなされたものである必要があるから、

本件国外関連取引の比較対象取引としては、エクアドル産バナナを原告と同程度の規模で、

自己の計算で行う仕入販売取引を選定しなければならないことになる。 

 そこで、検討するに、証拠（乙１３、４３、４４）及び弁論の全趣旨によれば、原告以

外にエクアドル産バナナを日本に輸入している業者は１社しか存在しないところ、当該業

者は、平成１６年４月以降に新たにエクアドル産バナナの輸入事業に参入したものであっ

て、その取引規模は、原告が１週間当たり約２０万カートンであるのに対し、当該業者は

１週間当たり数千カートンであり、取引形態も、原告が仕入販売であるのに対し、当該業

者は輸入金額に応じて手数料を収受する輸入代行であることが認められる。 

 そうすると、上記業者によるエクアドル産バナナの輸入取引は、およそ本件国外関連取

引と「取引段階、取引数量その他が同様の状況の下」でなされたものとはいえず、その差

異により生じる対価の額の差を調整することは困難であると認められるから、当該業者に
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よるエクアドル産バナナの輸入取引を比較対象取引とすることはできない。 

(ウ) したがって、本件国外関連取引について、独立価格比準法における適切な比較対象取

引は存在しないから、独立価格比準法を用いて、その独立企業間価格を算定することはで

きないと認められる。 

イ 原価基準法の適用の可否について 

(ア) 原価基準法とは、国外関連取引に係る棚卸資産の売手の取得原価の額に通常の利潤の

額（当該原価の額に通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。）を加算して計算した金

額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう（措置法６６条の４第２項１号

ハ）。 

そして、上記にいう「通常の利益率」とは、国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類

似の棚卸資産を、非関連者から購入した販売者が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者

に対して販売した比較対象取引に係る当該販売者の売上総利益の額の当該原価の額の合

計額に対する割合をいうが、比較対象取引と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その

他において差異がある場合には、その差異により生じる割合の差につき必要な調整を加え

た後の割合をいう（措置法施行令３９条の１２第７項）。 

(イ) このように、原価基準法における比較対象取引は、国外関連取引と「同種又は類似の

棚卸資産」を、非関連者から購入した販売者が当該資産を非関連者に対して販売したもの

である必要があるから、本件では、非関連者から購入したエクアドル産バナナ又は類似の

棚卸資産を、非関連者に輸出する取引を比較対象取引として選定しなければならないとこ

ろ、証拠（乙４３、４４）及び弁論の全趣旨によれば、処分行政庁が行った原告及び他の

バナナの輸入業者に対する調査等によっても、上記のような取引の存在を把握することが

できなかったことが認められ、他に、上記のような取引が存在することをうかがわせる事

情もない。 

(ウ) したがって、本件国外関連取引について、原価基準法における適切な比較対象取引が

存在しないというべきであるから、原価基準法を用いてその独立企業間価格を算定するこ

とはできないと認められる。 

(5) 小括 

以上によれば、本件国外関連取引について、基本三法のいずれも用いることができないと認

められるから、本件独立企業間価格を算定するに当たり、寄与度利益分割法を用いたことは適

法である。 

２ 争点２（寄与度利益分割法を用いて本件独立企業間価格を算定するに当たり、原告が平成１２

年１２月期及び平成１３年１２月期において計上した営業損失の全額を分割対象利益としたこ

との違法性）について 

(1) 本件各処分は、平成１１年１２月期ないし平成１３年１２月期におけるＢの原告に対する

取引に係る営業利益を円換算した額及び原告の営業利益（損失）の額の合計額を分割対象利益

として、寄与度利益分割法を用いて算定した本件独立企業間価格に基づいてされたものである

ところ、原告は、平成１２年１２月期及び平成１３年１２月期において原告が計上した営業損

失は、日本市場におけるエクアドル産バナナの市場価格の下落等の当事者が支配できない日本

市場の特殊要因により生じたものであって、本件国外関連取引に係る対価の設定とは無関係で

あるから、これを分割対象利益から除外すべきであると主張する。 
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 そこで、以下、この点について検討する。 

(2)ア 寄与度利益分割法における分割対象利益について、措置法施行令３９条の１２第８項は、

「国外関連取引に係る棚卸資産の…法人又は当該法人に係る…国外関連者による購入、製造、

販売その他の行為に係る所得」と規定している。 

 しかし、措置法及び措置法施行令その他関係法令をみても、上記規定以外に寄与度利益分

割法における分割対象利益について定めた規定は見当たらない。 

 また、通達についてみても、措置法通達６６の４(4)－１は、措置法施行令３９条の１２

第８項に規定する方法は、原則として、国外関連取引に係る棚卸資産の販売等により法人及

び国外関連者に生じた営業利益の合計額を措置法施行令３９条の１２第８項に規定する要

因により分割する方法をいうことに留意する旨規定しているが、上記規定以外に、寄与度利

益分割法における分割対象利益について定めたものは見当たらない。 

 イ そうすると、平成１２年１２月期及び平成１３年１２月期において原告が計上した営業

損失は、日本市場におけるエクアドル産バナナの市場価格の下落等の当事者が支配できない

日本市場の特殊要因により生じたものであって、本件国外関連取引に係る対価の設定とは無

関係であるから、寄与度利益分割法を用いるに当たり、上記損失を分割対象利益から除外す

べきであるとの原告の主張は、法令上はもちろん、通達上の根拠も欠くものであるといわざ

るを得ない。 

(3)ア(ア) これに対し、原告は、移転価格税制は、独立企業原則の下、「特殊の関係」が認めら

れる法人と国外関連者間の国外関連取引について、その価格設定が独立企業間価格から乖

離することにより所得が国外に移転することに対処するための制度であるから、当該価格

設定と無関係な当事者が支配できない市場の特殊要因が、非関連取引を行う類似企業にも

同様の損失をもたらしている場合に移転価格税制を適用することは、移転価格税制の趣旨

に反する旨主張する。 

 そこで、検討するに、証拠（甲２３、乙１ないし５）及び弁論の全趣旨によれば、移転

価格税制は、国際間の経済交流の進展に伴い、多国籍化した企業グループの内部における

商品の移転、サービスの提供、融資、技術の移転といった様々な形態の取引が増加する中

で、このようなグループ内取引に付される価格は、様々な理由により自由市場における価

格とは異なるものとなることが少なくなく、その結果として、一方の企業の所得が減少し、

一方の国の租税収入が減少することになることから、このような特殊な関連企業間の取引

（国外関連取引）を通じた所得の海外移転が認められる場合に、その取引価格を正常な価

格（独立企業間価格）に引き直して課税所得を計算することにより、所得の海外移転を防

止し、関係各国の適正な税収の確保を目的とする制度であると認められる。そして、グル

ープ内取引の価格設定を通じて脱税ないし租税回避が図られることがあるものの、移転価

格税制自体は、それらの防止を目的とするものではなく、当事者の租税回避の意図等を考

慮することなく、現実の取引価格を独立企業間価格に修正する制度であり、我が国の移転

価格税制については、そのような前提で解釈がされるべきである。 

 このように、移転価格税制は、結果として、国外関連取引を通じた所得の海外移転があ

ると認められる場合には、当事者の意図等を考慮することなく、その取引価格を独立企業

間価格に引き直して課税所得を計算することにより、国外関連取引を通じた所得の海外移

転を防止し、関係各国の適正な税収を確保することを目的とした制度であるところ、国外
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関連取引を通じた所得の海外移転は、国外関連取引に付された価格が独立企業間価格と異

なること自体により当然に生じるものであって、国外関連取引に付された価格が独立企業

間価格と異なることになった理由により所得の海外移転の有無やその額等が左右される

ものではない。そうすると、国外関連取引に付された価格が独立企業間価格と異なること

により、国外関連取引を通じて所得が海外に移転していると認められる場合であれば、国

外関連取引に付された価格が独立企業間価格と異なることになった理由いかんを問わず

移転価格税制が適用されるべきであり、そのことは我が国の移転価格税制の制度趣旨に沿

うものである。 

 (イ) また、原告は、ＯＥＣＤ新移転価格ガイドライン３．４が、特殊の関係による移転

価格及び利益の歪み以外の商業上の要因による利益の減少を理由に移転価格課税を行っ

てはならないとしていると主張する。 

 しかし、ＯＥＣＤ新移転価格ガイドライン３．４は、寄与度利益分割法は、「どのよう

な場合であっても、…平均より低い利益をあげていることを主な理由として企業を過大に

課税したり、平均より高い利益をあげている企業を過少に課税したりする結果をもたらす

ように用いられてはならない。独立企業原則の下では、失敗の原因が商業上の要因に帰せ

られる場合に平均より成功していない企業に追加的な税負担を課すことは正当化されな

い。」と規定している（甲１０）のであって、平均より成功していない企業に対し、その

利益が平均より低いことを主な理由として、寄与度利益分割法を適用して追加的な税負担

を課すことは許されない旨を規定しているにすぎず、およそ商業上の要因による利益の減

少がある場合には寄与度利益分割法を適用することができない旨を規定していると解す

ることはできない。 

イ(ア) 次に、原告は、寄与度利益分割法以外の独立企業間価格の算定方法、すなわち、基本

三法及び基本三法に準ずる方法、取引単位営業利益法、比較利益分割法及び残余利益分割

法においては、移転価格の設定とは無関係な市場の特殊要因が売上総利益又は営業利益に

影響を及ぼしているときには、適切な非関連者間の比較対象取引を選定し、これと比較す

ることにより、その影響を排除すべきものとされているところ、これは、独立企業原則及

び移転価格税制の趣旨に基づくものであるから、寄与度利益分割法についても同様に当て

はまると主張する。 

 しかし、上記の寄与度利益分割法以外の各方法において、市場の状況その他の要因によ

る影響を考慮すべきとされているのは、これらの方法が、比較対象取引が存在することを

前提として、その取引価格、売上総利益率又は営業利益率を用いて独立企業間価格を算定

する方法であることから、適切な比較対象取引を選定するためには、取引価格、売上総利

益率又は営業利益率に影響を及ぼし得る種々の要素を比較し、それらに差異がある場合に

は、その調整を要することになるためであると解される。これに対し、寄与度利益分割法

は、基本三法を用いることができない場合、すなわち、適切な比較対象取引を選定するこ

とができない場合に、分割対象利益を国外関連取引の各当事者が当該分割対象利益の発生

に寄与した程度を推測するにふさわしい要因により分割して帰属させる方法であり、比較

対象取引が存在することを前提とする方法ではないから、市場の状況その他の要因による

影響を考慮すべき前提を欠くものといわざるを得ない。 

 よって、寄与度利益分割法以外の各方法において、市場の状況その他の要因の影響を考
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慮すべきとされているからといって、寄与度利益分割法についても同様に解すべきとはい

えない。 

(イ) また、原告は、営業利益は、粗利益や価格に影響を及ぼさない種々の要因によって影

響を受けるため、取引単位営業利益法や残余利益分割法においては、独立の類似法人との

比較により移転価格の設定以外の要因による営業利益への影響を排除すべきものとされ

ているところ、寄与度利益分割法も、同じく営業利益を用いる方法であるから、同様にそ

の影響を排除すべきであると主張する。 

 しかし、取引単位営業利益法とは、国外関連取引における売手と買手の獲得した営業利

益率と比較対象となる非関連者間取引における売手と買手の営業利益率を比較する方法

をいい、残余利益分割法とは、法人又は国外関連者が重要な無形資産を有する場合に、分

割対象利益のうち重要な無形資産を有しない非関連者間取引において通常得られる利益

に相当する金額を当該法人及び国外関連者にそれぞれ配分し、その配分した金額の残額を

当該法人又は国外関連者が有する当該重要な無形資産の価値に応じて合理的に配分する

方法をいうところ、いずれも比較対象となる非関連者間取引が存在することを前提とした

方法であり、適切な比較対象取引を選定するためには、営業利益率や通常得られる利益に

相当する金額に影響を及ぼし得る種々の要素を比較し、その差異を調整することが必要と

なるのに対し、寄与度利益分割法は、前記のとおり適切な比較対象取引を選定することが

できない場合に用いる方法であって、比較対象取引の存在を前提とするものではないから、

やはり市場の状況その他の要因による影響を考慮すべき前提を欠くものといわざるを得

ない。 

ウ(ア) そして、原告は、上記のような、寄与度利益分割法を用いるに当たっては、国外関連

取引の当事者が支配できない市場の特殊要因による営業利益への影響を排除すべきであ

るとの主張を前提として、平成１２年１２月期及び平成１３年１２月期において原告が計

上した営業損失は、バナナの輸入量が急増した後の需要の大幅な減少や競合品であるフィ

リピン産バナナの輸入量の急増等により日本市場におけるエクアドル産バナナの浜値が

大幅に下落したこと及び顧客が原告との取引を減少させたことなどの当事者が支配でき

ない日本市場の特殊要因により生じたものであるから、移転価格税制を適用するに当たり、

これらの日本市場の特殊要因により生じた営業損失は、日本側の輸入業者である原告に帰

属させる必要があると主張する。 

(イ) この点、寄与度利益分割法を用いるに当たり、国外関連取引の当事者が支配できない

市場の特殊要因による営業利益への影響を排除すべきであるとの原告の主張に根拠がな

いのは、上記ア、イのとおりであるが、この点を措くとしても、そもそも原告が主張する

ような市場における需給の増減や競合品との競争等による市場価格の変動やそれに伴う

損益の発生は、市場主義経済の下では常に生じ得るものであるから、そのような損失をも

って、直ちに市場の特殊要因により生じた損失とはいい難い。 

 また、日本市場の特殊要因により生じた営業損失を日本側の輸入業者である原告に帰属

させる必要があるとする点についても、通常の独立企業間の取引であれば、一方の市場に

おける需給等の状況に大きな変化が生じたことにより、一方の当事者のみに多額の営業損

失が生じるような場合、取引価格を改定し、取引量を減少させ又は取引自体を終了させる

などすることなく、従前の条件のままで漫然と取引を継続することは通常は考え難いから、
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その影響は少なからず他方の当事者にも及ぶものと考えられるところ、その損失を専ら日

本側の輸入業者である原告に帰属させるべきとする合理的根拠も不明であるといわざる

を得ない。 

(4) 小括 

 以上によれば、寄与度利益分割法を用いて本件独立企業間価格を算定するに当たり、原告が

平成１２年１２月期及び平成１３年１２月期において計上した営業損失は、日本市場の特殊要

因により生じたものであって、本件国外関連取引に係る対価の設定とは無関係であるから、こ

れを分割対象利益から除外すべきであるとの原告の主張は、法令上の根拠を欠くものであって、

その理由として述べるところもいずれも採用することはできない。そして、他に、原告の主張

するように解すべき理由を見出すこともできない。 

 よって、本件国外関連取引について、平成１１年１２月期ないし平成１３年１２月期におけ

るＢの原告に対する取引に係る営業利益を円換算した額及び原告の営業利益（損失）の額の合

計額を分割対象利益として、寄与度利益分割法を用いて本件独立企業間価格を算定したことは

適法である。 

３ 争点３（寄与度利益分割法を用いて本件国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するに当た

り、分割要因として、原告及びＢが支出した販管費を用いたことの違法性）について 

(1) 本件各処分は、平成１１年１２月期ないし平成１３年１２月期における原告の販管費の額

及びＢの原告に対する取引に係る販管費の額を分割要因として寄与度利益分割法を用いて算

定された本件独立企業間価格に基づいてされたものであるところ、原告は、およそバナナの輸

入販売業においては、販管費の支出が増加すれば営業利益が増加するという関係がなく、また、

平成１２年１２月期及び平成１３年１２月期における分割対象利益は、その全てがエクアドル

産バナナの浜値の大幅な下落等の日本市場の特殊要因により生じた原告の営業損失から構成

され、原告及びＢの販管費との間に関連性はないから、原告及びＢが支出した販管費は、措置

法施行令３９条の１２第８項にいう「当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要

因」に当たらない旨主張する。 

 そこで、以下、この点について検討する。 

(2)ア 寄与度利益分割法について、措置法施行令３９条の１２第８項は、「国外関連取引に係る

棚卸資産の…法人又は…国外関連者による購入、製造、販売その他の行為に係る所得が、当

該棚卸資産に係るこれらの行為のためにこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産

の価額その他これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じ

て、当該法人及び国外関連者に帰属するものとして計算した金額をもって当該国外関連取引

の対価の額とする方法とする」と規定している。すなわち、寄与度利益分割法とは、国外関

連取引の各当事者が支出した人件費等の費用の額、使用した固定資産の価額、投下資本の額

その他国外関連取引の各当事者の行為が当該国外関連取引に係る所得（分割対象利益）の発

生に対して寄与した相対的な程度を推測するに足りる要因（分割要因）を事案に応じて選定

し、その割合に応じて利益を按分することにより、独立企業間価格を算定する方法である。 

 したがって、分割要因の選定に当たっては、国外関連取引の内容に応じて各当事者が果た

す機能を分析し、その機能に差異があるときは、それぞれの機能が分割対象利益の発生に寄

与する程度や性格等を考慮し、各当事者が分割対象利益の獲得に寄与した相対的な程度を推

測するに足りる要因を選定すべきと解するのが相当である。 
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イ(ア) そこで、本件国外関連取引の内容、原告及びＢの果たす機能等について検討するに、

前記争いのない事実等（第２の２）、証拠（乙２６）及び弁論の全趣旨によれば、本件国

外関連取引は、原告がその国外関連者であるＢからエクアドル産バナナを輸入仕入れする

取引であり、本件国外関連取引に関し、Ｂは、Ｅ社が輸出するエクアドル産バナナを同社

から購入し、輸送及び保険の手配をした上で、そのままの状態で原告に輸出販売するとい

う業務を行い、原告は、Ｂからエクアドル産バナナをＣＩＦ価格（運賃・保険料込み価格）

で輸入し、そのままの状態で複数の顧客に卸売販売するという業務を行っていたことが認

められる。 

(イ) このように、本件国外関連取引は、エクアドル産バナナという１種類の棚卸資産につ

き、ＢがＥ社から仕入れ、特に加工することなく、そのままの状態で原告に販売し、原告

も、Ｂから仕入れたエクアドル産バナナを特に加工することなく、そのままの状態で顧客

に販売するというものであって、いずれも仕入販売業務以外の製造加工や研究開発等の他

の業務を伴うものではない。また、本件国外関連取引に関し、いずれか一方の有する製造

設備等の固定資産や重要な無形資産等を使用するものでもない。 

 そうすると、本件国外関連取引に関し、原告及びＢが行う業務は、いずれもエクアドル

産バナナの仕入販売業務及びこれを支えるための一般管理業務のみであるということが

でき、本件国外関連取引に関し、両者の果たす機能に見るべき差異があるとはいえない。 

(ウ) ところで、上記のような仕入販売業務及びこれを支えるための一般管理業務に関して

支出された費用は、財務会計上、販管費として計上されるものであるところ、販管費は、

財務会計上、営業利益を算出するに当たり、売上原価と並んで売上からこれを差し引くこ

とが認められている。これは、営業利益が企業の主目的である営業活動の結果を示す指標

であるところ、販管費は、売上原価と並んで企業が営業活動を行う上で必要不可欠な費用

であり、企業が営業活動により利益を獲得するための源泉というべきものであることから、

営業活動に必要な経費として、売上から差し引くことが認められたものと解される。そう

すると、販管費は、一般的に、企業の営業利益の獲得に寄与する性質を有するものとして

認められている費用ということができる。 

(エ) このように、販管費は、一般的に、企業の営業利益の獲得に寄与する性質を有するも

のとして認められている費用であることに加え、本件国外関連取引に関し、原告及びＢが

行った業務は、仕入販売業務及びこれを支える一般管理業務のみであり、両者がこれらの

業務のために支出した費用は、販管費として計上され、その他に、原告及びＢが、本件国

外関連取引に関して何らかの業務を行い、そのために費用を支出したとは認められないこ

とからすれば、本件国外関連取引に関し、原告及びＢが支出した販管費は、両者が本件国

外関連取引に係る営業利益の獲得に寄与した相対的な程度を推測するに足りる要因と認

められるというべきである。 

(3)ア これに対し、原告は、措置法施行令３９条の１２第８項の規定等を根拠に、分割要因に

は、当該分割要因が分割対象利益の発生の主要な原因であり、その分割要因が増加すれば分

割対象利益が増加すること（定性的関係）及び分割要因が分割対象利益の発生に寄与した程

度を合理的に推測するに足り、又は寄与した程度を推測するにふさわしいこと（定量的関係）

のいずれも満たすものを選定しなければならないと主張する。 

 しかし、措置法施行令３９条の１２第８項は、分割要因について、法人又は国外関連者が
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「当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因」と規定しており、「当該所得の

発生に寄与した要因」とは規定していないことからすれば、同項が、分割要因と分割対象利

益との間に原告が主張するような定性的関係、すなわち、分割要因が分割対象利益の発生の

主要な原因であるというような直接的な因果関係や分割要因が増加すれば分割対象利益が

増加するというような比例関係が存在することまでも要求していると解することはできな

い。 

 そうすると、分割要因は、当該国外関連取引の内容に応じ、各当事者が果たす機能を分析

し、各当事者が分割対象利益の発生に寄与した相対的な程度を推測するに足りると認められ

る要因を選定すべきであり、かつ、それで足りると解すべきである。 

イ(ア) 原告は、平成１２年１２月期及び平成１３年１２月期における分割対象利益は、その

全てがエクアドル産バナナの浜値の大幅な下落等の日本市場の特殊要因により生じた原

告の損失から構成されるから、原告の販管費との間に関連性はなく、また、Ｂの損益は一

切含まれていないから、Ｂの販管費との間にも関連性はないと主張する。 

 しかし、前記２(3)ウで検討したように、そもそも原告が主張するような市場における

需給の増減等による市場価格の変動に伴う損失をもって、市場の特殊要因により生じた損

失とはいい難い上、措置法施行令３９条の１２第８項が、分割要因と分割対象利益との間

に直接的な因果関係が存在することまで要求していると解することができないことは、前

記アのとおりである。 

 また、これらの点を措くとしても、寄与度利益分割法とは、国外関連取引の各当事者に

生じた当該国外関連取引に係る損益全体を分割対象利益とした上で、各当事者がその発生

に寄与した程度に応じて、それぞれに帰属するものとして計算した額をもって独立企業間

価格とする方法であるところ、本件のように一方の当事者には利益が、他方の当事者には

損失が生じ、その結果、分割対象利益が専らいずれかの当事者に生じた利益又は損失から

構成されることとなる場合に、他方の当事者はその発生に寄与していないとすることは、

結局のところ、一方の当事者に生じた利益又は損失の発生には、他方の当事者は寄与して

いないとすることに等しく、このような考え方は、寄与度利益分割法の考え方と根本的に

相容れないといわざるを得ない。 

(イ) 次に、原告は、Ｂは、顧客の維持、開拓等の必要は一切ないのに対し、原告は、エク

アドル産バナナの販売、流通網を構築、維持しており、自己名義で商標登録を行い、顧客

からの代金回収リスクも負っているから、両者の活動を仕入販売業務として同列に論じる

ことはできない旨主張する。 

 しかし、顧客の維持、開拓等の業務も、商品の仕入販売に関する業務であるから、その

ために支出した費用は、販管費として計上されることになるところ、原告とＢとの間に、

これらの業務を行ったか否かという差異があるのであれば、その差異は、それぞれの販管

費に顧客の維持、開拓等の業務のために要した費用が計上されるか否かという形で現れ、

販管費の多寡に反映されることになる。 

 また、代金回収リスクについては、証拠（乙２６）によれば、原告は、処分行政庁の調

査担当者に対し、Ｂも顧客からの代金回収リスクを負うと述べていたことが認められるか

ら、そもそも原告とＢとの間に代金回収リスクを負うか否かという差異があるとの前提自

体にも疑問があるが、その点を措くとしても、通常の取引に基づいて発生した債権に対す
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る貸倒損失又は貸倒引当金繰入額は、異常なものを除いて販管費として計上されることと

されている（乙１６）から、原告とＢとの間に、代金回収リスクを負うか否かという差異

があるのであれば、その差異は、それぞれの販管費に貸倒損失等の代金回収リスクに係る

費用が計上されるか否かという形で現れ、やはり販管費の多寡に反映されることになる。 

 そうすると、本件国外関連取引に関し、原告及びＢが行う業務又は負担するリスクにつ

いて、原告が主張するような差異があるとしても、それらの差異は、販管費の金額の多寡

に反映されているのであるから、販管費を分割要因とすることにより、本件国外関連取引

に係る分割対象利益の発生に対する寄与度の差異として反映されることになるというべ

きである。 

 なお、商標登録の点は、本件各事業年度における原告の財務諸表（乙９の７ないし１１）

をみても、原告の貸借対照表に上記商標が価値のある無形資産として計上されているとは

認められないから、原告が自己名義で商標登録していることが、本件国外関連取引に関し、

原告及びＢが果たす機能に見るべき差異を生じさせる要因であるとは認め難い。 

(ウ) また、原告は、原告の販管費には、広告宣伝費、役員等の給与、賃借料、減価償却費

等が計上されているのに対し、Ｂの販管費には、多額の弁護士費用や会計事務所等への支

払が計上されており、個別の販管費が所得の発生に対する寄与度は当然に異なるから、そ

れぞれの費用が分割対象利益の発生にどのように寄与しているか明らかにすべきである

旨主張する。 

 しかし、証拠（乙１０、４９、５０、乙５１の１、２、乙５２の１、２）によれば、原

告は、処分行政庁の調査担当者から、移転価格税制の適用を検討するために必要な資料と

して、Ｂの事業全体に係る財務諸表、Ｂの対日取引に係る販管費の内訳に関する資料、販

管費の支払を証明する証憑の写し等の提出を繰り返し要請されたが、Ｂの平成１０年から

平成１５年までの各事業年度に係る対日切出損益表（乙１０）及び「対日本取引に係る販

管費の配分」と題する書面（乙５１の２）を提出したのみであり、更なる追加の資料の提

出や説明を拒否したことが認められるところ、原告が提出した上記資料からは、販管費の

各科目の事業年度別の金額や割合、弁護士や会計事務所が行った具体的な業務の内容、全

体の約２０パーセントを占める「その他」の科目の詳細等を把握することは困難といわざ

るを得ない。 

 そして、前記(2)イのとおり、本件国外関連取引に関する原告及びＢの業務は、いずれ

もエクアドル産バナナの仕入販売及びそのための一般管理業務のみであり、これらの業務

のために支出された費用は、全て販管費として計上されることになるから、本件国外関連

取引に関し、原告及びＢが支出した費用は、販管費のみということになる。 

 そうすると、このような本件における事実関係を前提とすれば、処分行政庁が、販管費

のうち特定の科目を切り出したり、科目ごとに軽重を付けたりすることなく、その全体の

額をもって分割要因としたことにも、合理性が認められるというべきである。 

ウ(ア) 原告は、寄与度利益分割法は、分割要因の選定次第では非常識又は不合理な結論を生

じかねないことから、国外関連取引に当該分割要因を用いた寄与度利益分割法を適用した

結果を反映した営業利益率や売上総利益率が同業他社の営業利益率や売上総利益率と著

しく乖離していないかの検証等を行うことが不可欠であり、その結果が不合理なものとな

っている場合には、当該寄与度利益分割法の適用は違法となるとした上で、本件各更正処
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分を反映させた平成１１年１２月期における原告の営業利益率が他のバナナ輸入販売業

者４社の営業利益率の約１２倍から５０倍となり、また、本件各更正処分を反映させた平

成１１年１２月期及び平成１２年１２月期における原告の売上総利益率は、Ａ社の売上総

利益率を上回っており、その結果が不合理なものとなっている旨主張する。 

(イ) しかし、措置法及び措置法施行令その他関係法令を見ても、寄与度利益分割法につい

て、原告が主張するような同業他社の営業利益率等と比較して検証することを義務付け、

その結果が同業他社の営業利益率等と乖離している場合には、当該寄与度利益分割法の適

用が違法となる旨を定めた規定は見出すことはできない。 

 そもそも寄与度利益分割法は、同業他社の営業利益率や売上総利益率を用いることなく、

国外関連取引に係る所得が当該法人と国外関連者がその発生に寄与した相対的な程度に

応じて帰属するものとして計算した金額をもって独立企業間価格とする方法であって、基

本三法を用いることができない場合、すなわち、適切な比較対象取引が存在しない場合に

限り用いることができる方法であるから、寄与度利益分割法を適用した結果を反映した営

業利益率等について、適切な比較対象取引とはいえない同業他社の営業利益率等と比較し、

これを上回っていたからといって、直ちにその分割要因が不適切であるとはいえない。 

(ウ)ａ また、上記の点を措くとしても、原告が平成１１年１２月期における営業利益率に

ついて比較対象としたバナナ輸入販売業者４社とは、Ｆ株式会社、Ｇ株式会社、Ｈ株

式会社、株式会社Ｉの４社であるところ、証拠（乙３０、３１、３３）によれば、Ｆ

株式会社及びＧ株式会社は、青果物の輸入卸業以外の複数の事業を営むものであるこ

と、Ｈ株式会社は、青果物の輸入卸業を営むものであるが、パイナップルやキウイ等

のバナナ以外の青果物も取り扱っていることがそれぞれ認められ、専らエクアドル産

バナナの輸入取引のみを行っている原告とは、その事業内容が大きく異なるから、こ

れらの業者の営業利益率と乖離しているからといって、販管費が分割要因として適当

ではないとは到底いえない。 

 また、証拠（乙３２）によれば、株式会社Ｉは、フィリピン産バナナの輸入取引を

国外関連者との間で行っているものであることが認められるところ、独立企業間価格

を求めるために行う寄与度利益分割法を適用した結果が妥当なものであるかを検証

するに当たり比較対象とするには、やはり不適当といわざるを得ない。 

ｂ 次に、Ａ社についても、そもそもＡ社は、フィリピン産バナナの輸入取引を行う業

者であって、前記１のとおり、原告が取り扱うエクアドル産バナナとフィリピン産バ

ナナとの間には、エクアドル政府規制の有無という「通常の利益率」に影響を及ぼす

べき差異があるから、両者の営業利益率を単純に比較することはできない。 

 また、この点を措くにしても、本件各更正処分を適用した結果についてみるに、証

拠（乙１９）及び弁論の全趣旨によれば、平成１１年１２月期ないし平成１５年１２

月期における本件各更正処分前の原告の売上総利益率、Ａ社の売上総利益率、Ａ社の

売上総利益率を用いて算出した本件国外関連取引に係る所得移転額は、下記の表のと

おりであることが認められる。 
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記 

 
平成11年

 12月期

平成12年

 12月期

平成13年

 12月期

平成14年 

 12月期 

平成15年

 12月期
合計 

本件各更正処分前の

原告の売上総利益率 9.9％ －14.7％ －22.2％

 

8.6％ 7.8％

Ａ社の売上総利益率 8.9％ －10.7％ 0.7％ 15.5％ 14.6％

所得移転額（百万円） 0 511 2,645 1,035 852 5,043

※所得移転額＝（原告の売上原価－（原告の売上－原告の売上×Ａ社の売上総利益率）） 

 このように、本件各更正処分前の原告の売上総利益率は、平成１１年１２月期を除

き、Ａ社の売上総利益を下回っており、Ａ社の売上総利益を用いて算出した上記５事

業年度における本件国外関連取引に係る所得移転額の合計額は、約５０億４３００万

円となるところ、本件各更正処分後の上記５事業年度における本件国外関連取引に係

る所得移転額の合計額は約３９億９２２６万円であって、これを下回るものであるか

ら、本件各更正処分後の原告の売上総利益率が、Ａ社の売上総利益率と比較して、著

しく不合理なものであるとはいえない。 

(4) 小括 

 以上によれば、原告及びＢの支出した販管費は、措置法施行令３９条の１２第８項にいう「当

該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因」に当たるというべきであって、この点

の原告の主張、すなわち、およそバナナの輸入販売業においては、販管費の支出が増加すれば

営業利益が増加するという関係がなく、平成１２年１２月期及び平成１３年１２月期における

分割対象利益は、その全てがエクアドル産バナナの浜値の大幅な下落等の日本市場の特殊要因

により生じた原告の営業損失から構成され、原告及びＢの販管費との間に関連性はないから、

販管費は、「当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因」に当たらないという主

張は、採用することができない。よって、本件各処分が、販管費を分割要因として寄与度利益

分割法を用いて算定された独立企業間価格に基づいてされた点に、何ら違法な点はない。 

４ 争点４（本件各処分に係る理由付記の不備の有無）について 

(1) 原告は、平成１１年１２月期ないし平成１３年１２月期に係る法人税額等の更正通知書及

び加算税の賦課決定通知書（本件各通知書）には、販管費が分割対象利益の発生に寄与したと

判断した具体的根拠及び理由が全く記載されていないから、本件各処分は、法人税法１３０条

２項の趣旨に反し、違法であると主張する。 

(2) そこで、検討するに、法人税法１３０条２項は、税務署長は、内国法人の提出した青色申

告書に係る法人税の課税標準、欠損金額等の更正をする場合には、その更正に係る国税通則法

２８条２項に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない旨規定してい

るところ、その趣旨は、法人税法が青色申告制度を採用し、青色申告に係る所得の計算につい

ては、それが法定の帳簿組織による正当な記載に基づくものである以上、その帳簿の記載を無

視して更正されることがないことを納税者に保障した趣旨に鑑み、更正処分庁の判断の慎重、

合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての

便宜を与えることにあると解される。 

 したがって、更正通知書に付記すべき理由としては、帳簿書類の記載自体を否認して更正を

する場合においては、そのような更正をした根拠を帳簿記載以上に信憑力のある資料を摘示す

ることによって具体的に明示することを要するが、帳簿書類の記載自体を否認することなしに
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更正をする場合においては、更正の根拠を上記の更正処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜

という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものである限り、法人税法

１３０条２項の要求する更正理由の付記として欠けるところはないというべきである（ 高裁

判所昭和６０年４月２３日第三小法廷判決・民集３９巻３号８５０頁参照）。 

(3)ア これを本件についてみるに、平成１１年１２月期ないし平成１３年１２月期に係る各処

分は、上記各事業年度に係る確定申告において、原告が、本件国外関連取引が独立企業間価

格で行われたものとして、その所得金額の計算上益金の額に算入しなかったという法的評価

を修正したにすぎず、原告の帳簿書類の記載自体を否認したものではないから、更正をした

根拠を帳簿記載以上に信憑力のある資料を摘示することによって具体的に明示する必要は

ない。 

そこで、本件各通知書の更正理由の記載が、更正処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜

という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものであるかどうか検

討する。 

イ 証拠（甲１ないし３）によれば、本件各通知書には、その更正の理由として、①原告とＢ

は、その発行済株式の全てをＣによって直接所有されているため、Ｂは、原告の措置法６６

条の４第１項に規定する国外関連者に該当すること、②原告がＢからエクアドル産バナナを

輸入している取引は、同項に規定する国外関連取引に該当すること、③独立企業間価格の算

定について、原告とＢとの間の本件国外関連取引は、エクアドルでは農園からのバナナの買

入価格及びエクアドルからの輸出価格に規制が課されており、また、他の地域からバナナを

輸入する法人の取引は産地から直接バナナを輸入しているのに対し、Ｅ社と原告の間にＢが

介在していることなどから、基本三法を用いることができず、措置法６６条の４第２項１号

ニ、措置法施行令３９条の１２第８項に規定する寄与度利益分割法を用いることとし、原告

とＢに発生した営業利益の合計額を分割対象利益とし、その獲得に寄与したのは、原告とＢ

の販売費及び一般管理費と認められることから、当該販管費及び一般管理費を分割要因とし、

独立企業間価格を算定したこと、④本件国外関連取引に係る対価の額は、上記で算定された

独立企業間価格を超えるため、当該取引が独立企業間価格で行われたものとみなして各事業

年度の所得金額を再計算し、本件国外関連取引の対価の額と独立企業間価格との差額をＢへ

の所得移転額として各事業年度の所得金額に加算したことが、それぞれ具体的な金額や計算

過程を示した上で記載されていることが認められる。 

ウ このような本件各通知書の理由付記の記載は、処分庁が上記各処分をした法律上及び事実

上の根拠並びにその判断過程を具体的に記載したものということができるのであって、処分

庁としては、上記のような内容の理由を記載することにより上記各処分における自己の判断

過程を検証することができ、その判断の慎重及び合理性を確保し、その恣意を抑制するとい

う理由付記制度の趣旨を損なうものとは到底いえない。また、原告による不服申立ての便宜

という面から見ても、必要かつ十分な材料を提供するものということができる。 

(4) 以上によれば、本件各通知書の理由付記の記載は、法人税法１３０条２項が求めている更

正の理由付記として何ら欠けるところはない。 

第４ 結論 

 以上によれば、原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき

行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して主文のとおり判決する。 
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東京地方裁判所民事第３８部 

裁判長裁判官 定塚 誠 

   裁判官 渡邉 哲 

 裁判官波多江真史は、転補のため署名押印することができない。 

裁判長裁判官 定塚 誠 
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別紙１ 

関係法令等の定め 

１ 平成１３年法律第７号による改正前の租税特別措置法６６条の４ 

(1) １項 

 法人が、昭和６１年４月１日以後に開始する各事業年度において、当該法人に係る国外関連者（外

国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式の総数又は出資金額の

１００分の５０以上の株式の数又は出資の金額を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定

める特殊の関係（以下この条において「特殊の関係」という。）のあるものをいう。以下この条に

おいて同じ。）との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行った場合に、当該

取引（当該国外関連者が法人税法第１４１条第１号から第３号までに掲げる外国法人のいずれに該

当するかに応じ、当該国外関連者のこれらの号に掲げる国内源泉所得に係る取引のうち政令で定め

るものを除く。以下この条において「国外関連取引」という。）につき、当該法人が当該国外関連

者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又は当該法人が当該国外関連者に

支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、当該法人の当該事業年度の所得及び解散（合併

による解散を除く。以下この条において同じ。）による清算所得（清算所得に対する法人税を課さ

れる法人の清算中の事業年度の所得及び同法第１０３条第１項第２号の規定により解散による清

算所得とみなされる金額を含む。第７項において同じ。）に係る同法その他法人税に関する法令の

規定の適用については、当該国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。 

(2) ２項 

 前項に規定する独立企業間価格とは、国外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当する

かに応じ当該各号に掲げる方法により算定した金額をいう。 

一 法人税法第２条第２１号に規定する棚卸資産（以下この項において「棚卸資産」という。）の

販売又は購入 次に掲げる方法（ニに掲げる方法は、イからハまでに掲げる方法を用いることが

できない場合に限り、用いることができる。） 

イ 独立価格比準法（特殊の関係にない売手と買手が、国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚

卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他が同様の状況の下で売買した取引の対

価の額（当該同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他に差異のある状

況の下で売買した取引がある場合において、その差異により生じる対価の額の差を調整できる

ときは、その調整を行った後の対価の額を含む。）に相当する金額をもって当該国外関連取引

の対価の額とする方法をいう。） 

ロ 再販売価格基準法（国外関連取引に係る棚卸資産の買手が特殊の関係にない者に対して当該

棚卸資産を販売した対価の額（以下この項において「再販売価格」という。）から通常の利潤

の額（当該再販売価格に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。）を控除し

て計算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。） 

ハ 原価基準法（国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原

価の額に通常の利潤の額（当該原価の額に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額を

いう。）を加算して計算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。） 

ニ イからハまでに掲げる方法に準ずる方法その他政令で定める方法 

二 前号に掲げる取引以外の取引 次に掲げる方法（ロに掲げる方法は、イに掲げる方法を用いる
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ことができない場合に限り、用いることができる。） 

イ 前号イからハまでに掲げる方法と同等の方法 

ロ 前号ニに掲げる方法と同等の方法 

(3) ８項 

国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人と当該

法人に係る国外関連者との間の取引に関する調査について必要があるときは、当該法人に対し、当

該国外関連者が保存する書類若しくは帳簿又はこれらの写しの提示又は提出を求めることができ

る。この場合において、当該法人は、当該提示は提出を求られたときは、当該書類若しくは帳簿又

はこれらの写しの入手に努めなければならない。 

２ 平成１３年政令第１４１号による改正前の租税特別措置法施行令３９条の１２ 

(1) １項 

法第６６条の４第１項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。 

一 （略） 

二 二の法人が同一の者（当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第２条第１

０号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人）によってそれぞれその発行済株式等の１０

０分の５０以上の株式の数又は出資の金額を直接又は間接に保有される関係（前号に掲げる関係

に該当するものを除く。） 

三 （略） 

(2) ６項 

 法第６６条の４第２項第１号ロに規定する政令で定める通常の利益率は、同条第１項に規定する

国外関連取引（以下この条において「国外関連取引」という。）に係る棚卸資産（法第６６条の４

第２項第１号に規定する棚卸資産をいう。以下この条において同じ。）と同種又は類似の棚卸資産

を、特殊の関係（法第６６条の４第１項に規定する特殊の関係をいう。）にない者（以下この項及

び次項において「非関連者」という。）から購入した者（以下この項において「再販売者」という。）

が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引（以下この項において「比較対象

取引」という。）に係る当該再販売者の売上総利益の額（当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売

による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金

額をいう。）の当該収入金額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連

取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機

能その他において差異がある場合には、その差異により生じる割合の差につき必要な調整を加えた

後の割合とする。 

(3) ７項 

 法第６６条の４第２項第１号ハに規定する政令で定める通常の利益率は、国外関連取引に係る棚

卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入（非関連者からの購入に限る。）、製造その他の行為によ

り取得した者（以下この項において「販売者」という。）が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連

者に対して販売した取引（以下この項において「比較対象取引」という。）に係る当該販売者の売

上総利益の額（当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象

取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。）の当該原価の額の合計額に対す

る割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差

異がある場合には、その差異により生じる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合とする。 
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(4) ８項 

 法第６６条の４第２項第１号ニに規定する政令で定める方法は、国外関連取引に係る棚卸資産の

同条第１項の法人又は当該法人に係る同項に規定する国外関連者による購入、製造、販売その他の

行為に係る所得が、当該棚卸資産に係るこれらの行為のためにこれらの者が支出した費用の額、使

用した固定資産の価額その他これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要

因に応じて当該法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算した金額をもつて当該国外関

連取引の対価の額とする方法とする。 
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別紙２ 

本件各処分の根拠及び適法性に関する被告の主張 

１ 本件各更正処分の根拠 

 被告が本訴において主張する原告の本件各事業年度の所得金額及び納付すべき税額は、次のとおり

である。 

 なお、金額の頭部に「△」を付したものは、所得金額については当該金額が欠損金額であることを、

税額については当該金額が還付金額であることを、それぞれ表す。 

(1) 平成１１年１２月期 

ア 所得金額（別表２③欄） ８億１１４２万４２８９円 

 上記金額は、次の(ア)の金額に(イ)の金額を加算した金額である。 

(ア) 確定申告における所得金額（別表２①欄） ５億７８４３万８９６６円 

上記金額は、原告が平成１２年２月２９日付けで処分行政庁に提出した原告の平成１１年１

２月期の法人税の確定申告書に記載された所得金額である。 

(イ) 国外関連者への所得移転金額（別表２②欄） ２億３２９８万５３２３円 

 上記金額は、原告が平成１１年１２月期において原告の国外関連者であるＢとの間で行った

本件国外関連取引について、原告がＢに支払った対価の額が、当該取引に係る措置法６６条の

４第１項に規定する独立企業間価格（以下「平成１１年１２月期分独立企業間価格」という。）

を超えていることから、同項の規定に基づき、当該取引が平成１１年１２月期分独立企業間価

格により行われたものとみなして原告の当期の所得金額に加算すべき金額である。 

イ 課税所得金額に対する法人税額（別表２④欄） ２億７９１８万１２８０円 

上記金額は、前記アの所得金額（国税通則法（以下「通則法」という。）１１８条１項の規定

に基づき１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）に法人税法６６条（平成１８年法律第１

０号による改正前のもの。以下同じ。）に規定する税率を乗じて計算した金額である。 

ウ 法人税額から控除される所得税額等（別表２⑤欄） １７７３円 

上記金額は、法人税法６８条（平成１５年法律第８号による改正前のもの）に規定する法人税

額から控除される所得税の額であり、原告の平成１１年１２月期の法人税の確定申告書に記載さ

れた法人税額から控除される所得税等の金額である。 

エ 納付すべき法人税額（別表２⑥欄） ２億７９１７万９５００円 

上記金額は、前記イの金額から前記ウの金額を差し引いた金額（通則法１１９条１項の規定に

基づき１００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

オ 既に納付の確定した法人税額（別表２⑦欄） １億９８７９万９３００円 

上記金額は、原告の平成１１年１２月期の法人税の確定申告書に記載された納付すべき法人税

額である。 

カ 差引納付すべき法人税額（別表２⑧欄） ８０３８万０２００円 

上記金額は、前記エの金額から前記オの金額を差し引いた金額（通則法１１９条１項の規定に

基づき１００円未満の端数を切り捨てた後のもの）であり、平成１１年１２月期の更正処分によ

り原告が新たに納付すべき法人税額である。 

(2) 平成１２年１２月期 

ア 所得金額（別表３④欄） △５億９４９３万７３７２円 
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 上記金額は次の(ア)の金額に(イ)の金額を加算し、(ウ)の金額を減算した金額である。 

(ア) 確定申告における所得金額（別表３①欄） △２４億６３１０万０８６１円 

上記金額は、原告が平成１３年２月１５日付けで処分行政庁に提出した原告の平成１２年１

２期の法人税の確定申告書に記載された所得金額である。 

(イ) 国外関連者への所得移転金額（別表３②欄） １８億９３７９万１７８９円 

上記金額は、原告が平成１２年１２月期において原告の国外関連者であるＢとの間で行った

本件国外関連取引について、原告がＢに支払った対価の額が、当該取引に係る措置法６６条の

４第１項に規定する独立企業間価格（以下「平成１２年１２月期分独立企業間価格」という。）

を超えていることから、同項の規定に基づき、当該取引が平成１２年１２月期分独立企業間価

格により行われたものとみなして原告の当期の所得金額に加算すべき金額である。 

(ウ) 事業税の損金算入額（別表３③欄） ２５６２万８３００円 

上記金額は、平成１１年１２月期の更正処分により増加した所得金額に対応する事業税相当

額の損金算入額である。 

イ 納付すべき法人税額（別表３⑦欄） △１６７円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)の金額を控除するに当たり、控除しきれなかった金額で

あり、法人税法７８条１項の規定に基づき、原告に還付すべき金額である。 

(ア) 課税所得金額に対する法人税額（別表３⑤欄） ０円 

(イ) 法人税額から控除される所得税額等（別表３⑥欄） １６７円 

 上記金額は、法人税法６８条（平成１５年法律第８号による改正前のもの）に規定する法人

税額から控除される所得税の額であり、原告の平成１２年１２月期の確定申告書に記載された

法人税額から控除される所得税等の金額である。 

ウ 既に納付の確定した法人税額（別表３⑧欄） △１６７円 

 上記金額は、原告の平成１２年１２月期の法人税の確定申告書に記載された還付金額である。 

エ 差引納付すべき法人税額（別表３⑨欄） ０円 

上記金額は、前記イの金額から前記ウの金額を差し引いた金額である。 

オ 翌期へ繰り越す欠損金額（別表３⑩欄） ５億９４９３万７３７２円 

 上記金額は、原告の平成１２年１２月期の法人税の確定申告書に記載された翌期へ繰り越す欠

損金の額２４億６３１０万０８６１円から前記ア(イ)の所得金額に加算すべき金額１８億９３

７９万１７８９円を減算し、同(ウ)の所得金額から減算すべき金額２５６２万８３００円を加算

した金額である。 

(3) 平成１３年１２月期 

ア 所得金額（別表４③欄） △１７億１６３７万９７３０円 

 上記金額は、次の(ア)の金額に(イ)の金額を加算した金額である。 

(ア) 確定申告における所得金額（別表４①欄） △３５億８１８６万６１３０円 

 上記金額は、原告が平成１４年２月２３日付けで処分行政庁に提出した原告の平成１３年１

２期の法人税の確定申告書に記載された所得金額である。 

(イ) 国外関連者への所得移転金額（別表４②欄） １８億６５４８万６４００円 

 上記金額は、原告が平成１３年１２月期において原告の国外関連者であるＢとの間で行った

本件国外関連取引について、原告がＢに支払った対価の額が、当該取引に係る措置法６６条の

４第１項に規定する独立企業間価格（以下「平成１３年１２月期分独立企業間価格」という。）
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を超えていることから、同項の規定に基づき、当該取引が平成１３年１２月期分独立企業間価

格により行われたものとみなして原告の当期の所得金額に加算すべき金額である。 

イ 納付すべき法人税額（別表４⑥欄） △１８７円 

上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)の金額を控除するに当たり、控除しきれなかった金額で

あり、法人税法７８条１項の規定に基づき、原告に還付すべき金額である。 

(ア) 課税所得金額に対する法人税額（別表４④欄） ０円 

(イ) 法人税額から控除される所得税額等（別表４⑤欄） １８７円 

 上記金額は、法人税法６８条（平成１５年法律第８号による改正前のもの）に規定する法人

税額から控除される所得税の額であり、原告の平成１３年１２月期の法人税の確定申告書に記

載された法人税額から控除される所得税等の金額と同額である。 

ウ 既に納付の確定した法人税額（別表４⑦欄） △１８７円 

 上記金額は、原告の平成１３年１２月期の法人税の確定申告書に記載された還付金額である。 

エ 差引納付すべき法人税額（別表４⑧欄） ０円 

上記金額は、前記イの金額から前記ウの金額を差し引いた金額である。 

オ 翌期へ繰り越す欠損金額（別表４⑨欄） ２３億１１３１万７１０２円 

 上記金額は、原告の平成１３年１２月期の法人税の確定申告書に記載された翌期へ繰り越す欠

損金の額６０億４４９６万６９９１円から、前記ア(イ)の所得金額に加算すべき金額１８億６５

４８万６４００円及び平成１２年１２月期の更正処分に伴い減少する翌期へ繰り越す欠損金額

１８億６８１６万３４８９円（別表３②欄の金額から同③欄の金額を減算した金額）の合計額３

７億３３６４万９８８９円を減算した金額である。 

(4) 平成１４年１２月期 

ア 確定申告における所得金額（別表５①欄） ０円 

上記金額は、原告が平成１５年２月２４日付けで処分行政庁に提出した原告の平成１４年１２

期の法人税の確定申告書に記載された所得金額である。 

イ 納付すべき法人税額（別表５④） △４８円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)の金額を控除するに当たり、控除しきれなかった金額で

あり、法人税法７８条１項の規定に基づき、原告に還付すべき金額である。 

(ア) 課税所得金額に対する法人税額（別表５②欄） ０円 

(イ) 法人税額から控除される所得税額等（別表５③欄） ４８円 

 上記金額は、法人税法６８条（平成１５年法律第８号による改正前のもの）に規定する法人

税額から控除される所得税の額であり、原告の平成１４年１２月期の法人税の確定申告書に記

載された法人税額から控除される所得税等の金額である。 

ウ 既に納付の確定した法人税額（別表５⑤欄） △４８円 

 上記金額は、原告の平成１４年１２月期の法人税の確定申告書に記載された還付金額である。 

エ 差引納付すべき法人税額（別表５⑥欄） ０円 

上記金額は、前記イの金額から前記ウの金額を差し引いた金額である。 

オ 翌期へ繰り越す欠損金額（別表５⑦欄） ６億８０８１万６９８０円 

 上記金額は、原告の平成１４年１２月期の法人税の確定申告書に記載された翌期へ繰り越す欠

損金の額４４億１４４６万６８６９円から、平成１２年１２月期の更正処分に伴い減少する翌期

へ繰り越す欠損金額１８億６８１６万３４８９円（別表３②欄の金額から同③欄の金額を減算し
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た金額）及び平成１３年１２月期の更正処分に伴い減少する翌期へ繰り越す欠損金額１８億６５

４８万６４００円（別表４②欄の金額）を減算した金額である。 

(5) 平成１５年１２月期 

ア 所得金額（別表６③欄） ４億３３６６万５９７７円 

 上記金額は、次の(ア)の金額に(イ)の金額を加算した金額である。 

(ア) 確定申告における所得金額（別表６①欄） ０円 

上記金額は、原告が平成１６年２月２７日付けで処分行政庁に提出した平成１５年１２月期

の法人税の確定申告書に記載された所得金額である。 

(イ) 繰越欠損金の損金算入過大額（別表６②欄） ４億３３６６万５９７７円 

上記金額は、原告が平成１５年１２月期の法人税の確定申告書において損金の額に算入した

繰越欠損金１１億１４４８万２９５７円と平成１２年１２月期の更正処分及び平成１３年１

２月期の更正処分に伴って減少した所得金額から減算すべき正当な繰越欠損金の当期控除額

６億８０８１万６９８０円（別表５⑦欄）の金額との差額であり、平成１５年１２月期の損金

の額に算入されない金額である。 

イ 課税所得金額に対する法人税額（別表６④欄） １億２９４５万９５００円 

 上記金額は、前記アの所得金額（通則法１１８条１項の規定に基づき１０００円未満の端数を

切り捨てた後のもの）に法人税法６６条に規定する税率（ただし、経済社会の変化等に対応して

早急に構ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律１６条１項（平成１６年法律第１

４号による改正前のもの）による置き換え後のもの。以下同じ。）を乗じて計算した金額である。 

ウ 法人税額から控除される所得税額等（別表６⑤欄） １８０２円 

上記金額は、法人税法６８条に規定する法人税額から控除される所得税の額であり、原告の平

成１５年１２月期の法人税の確定申告書に記載された法人税額から控除される所得税等の金額

である。 

エ 納付すべき法人税額（別表６⑥欄） １億２９４５万７６００円 

上記金額は、前記イの金額から前記ウの金額を差し引いた金額（通則法１１９条１項の規定に

基づき１００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

オ 既に納付の確定した法人税額（別表６⑦欄） △１８０２円 

上記金額は、平成１５年１２月期の法人税の確定申告書に記載された還付金額である。 

カ 差引納付すべき法人税額（別表６⑧欄） １億２９４５万９４００円 

上記金額は、前記エの金額から前記オの金額を差し引いた金額（通則法１１９条１項の規定に

基づき１００円未満の端数を切り捨てた後のもの）であり、平成１５年１２月期の更正処分によ

り原告が新たに納付すべき法人税額である。 

(6) 平成１６年１２月期 

ア 所得金額（別表７⑤欄） ４億４２３６万０５６６円 

 上記金額は、次の(ア)の金額に(イ)及び(ウ)の金額を加算し、(エ)の金額を減算した金額であ

る。 

(ア) 確定申告における所得金額（別表７①欄） ０円 

上記金額は、原告が平成１７年３月３１日付けで処分行政庁に提出した原告の平成１６年１

２月期の法人税の確定申告書に記載された所得金額である。 

(イ) 繰越欠損金の損金算入過大額（別表７②欄） ４億１９７３万１８８２円 
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 上記金額は、原告が平成１６年１２月期の法人税の確定申告書において損金の額に算入した

繰越欠損金４億１９７３万１８８２円と平成１２年１２月期ないし平成１５年１２月期の各

更正処分に伴って減少した所得金額から減算すべき正当な繰越欠損金の当期控除額０円との

差額であり、平成１６年１２月期の損金の額に算入されない金額である。 

(ウ) 在庫評価損のうち損金の額に算入されない金額（別表７③欄） ６４２６万０４８４円 

 上記金額は、原告が平成１６年１２月期の法人税の確定申告において棚卸資産の評価損とし

て損金の額に算入した金額であり、法人税法３３条（資産の評価損の損金不算入等）の規定に

基づき、平成１６年１２月期の損金の額に算入されない金額である。 

(エ) 事業税の損金算入額（別表７④欄） ４１６３万１８００円 

 上記金額は、平成１５年１２月期の更正処分により増加した所得金額に対応する事業税相当

額の損金算入額である。 

イ 課税所得金額に対する法人税額（別表７⑥欄） １億３２０６万８０００円 

 上記金額は、前記アの所得金額（通則法１１８条１項の規定に基づき１０００円未満の端数を

切り捨てた後のもの）に法人税法６６条に規定する税率を乗じて計算した金額である。 

ウ 法人税額から控除される所得税額等（別表７⑦欄） １２６０円 

 上記金額は、法人税法６８条に規定する法人税額から控除される所得税の額であり、原告の平

成１６年１２月期の法人税の確定申告書に記載された法人税額から控除される所得税等の金額

である。 

エ 納付すべき法人税額（別表７⑧欄） １億３２０６万６７００円 

 上記金額は、前記イの金額から前記ウの金額を差し引いた金額（通則法１１９条１項の規定に

基づき１００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

オ 既に納付の確定した法人税額（別表７⑨） △１２６０円 

 上記金額は、原告の平成１５年１２月期の法人税の確定申告書に記載された還付金額である。 

カ 差引納付すべき法人税額（別表７⑩欄） １億３２０６万７９００円 

 上記金額は、前記エの金額から前記オの金額を差し引いた金額（通則法１１９条１項の規定に

基づき１００円未満の端数を切り捨てた後のもの）であり、平成１６年１２月期の更正処分によ

り原告が新たに納付すべき法人税額である。 

２ 本件各更正処分の適法性 

 前記１のとおり、被告が本訴において主張する原告の本件各事業年度における①所得金額又は欠損

金額、②納付すべき法人税額又は還付金額及び③翌期へ繰り越す欠損金額は、それぞれ次のとおりで

ある。 

 なお、翌期へ繰り越す欠損金額がない事業年度については、③の記載をしていない。 

(1) 平成１１年１２月期 

 ①８億１１４２万４２８９円、②２億７９１７万９５００円 

(2) 平成１２年１２月期 

 ①△５億９４９３万７３７２円、②△１６７円、③５億９４９３万７３７２円 

(3) 平成１３年１２月期 

 ①△１７億１６３７万９７３０円、②△１８７円、③２３億１１３１万７１０２円 

(4) 平成１４年１２月期 

 ①０円、②△４８円、③６億８０８１万６９８０円 
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(5) 平成１５年１２月期 

 ①４億３３６６万５９７７円、②１億２９４５万７６００円 

(6) 平成１６年１２月期 

 ①４億４２３６万０５６６円、②１億３２０６万６７００円 

 本件各更正処分における所得金額又は欠損金額、納付すべき法人税額又は還付金額及び翌期へ繰

り越す欠損金額は、上記の各金額と同額であるから、本件各更正処分はいずれも適法である。 

３ 本件各賦課決定処分の根拠 

 前記２のとおり、本件各更正処分はいずれも適法であるところ、平成１１年１２月期、平成１５年

１２月期及び平成１６年１２月期の各更正処分により原告が新たに納付すべき法人税額については、

その基礎となった事実について、原告がこれを計算の基礎としなかったことに、通則法６５条４項に

規定する「正当な理由」があるとは認められない。 

 したがって、本件各更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額を基礎として課され

るべき過少申告加算税の金額は、次のとおりである。 

(1) 平成１１年１２月期の賦課決定処分の額 ８０３万８０００円 

 上記金額は、通則法６５条１項の規定に基づき、原告が平成１１年１２月期の更正処分により新

たに納付すべきこととなった税額８０３８万円（ただし、通則法１１８条３項の規定に基づき１万

円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）に１００分の１０の割合を乗じて算出した金額である。 

(2) 平成１５年１２月期の賦課決定処分の額 １９３９万２５００円 

 上記金額は、通則法６５条１項の規定に基づき、原告が平成１５年１２月期の更正処分により新

たに納付すべきこととなった税額１億２９４５万円（ただし、通則法１１８条３項の規定に基づき

１万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）に１００分の１０の割合を乗じて算出した金額１２

９４万５０００円に、通則法６５条２項の規定に基づき、平成１５年１２月期の更正処分により新

たに納付すべきこととなった税額１億２９４５万９４００円のうち、同条３項に規定する期限内申

告税額に相当する金額０円と５０万円とのいずれか多い金額である５０万円を超える部分の額１

億２８９５万円（ただし、通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた

後のもの）に１００分の５の割合を乗じて算出した金額６４４万７５００円を加算した金額である。 

(3) 平成１６年１２月期の賦課決定処分の額 １９７８万４０００円 

 上記金額は、通則法６５条１項の規定に基づき、原告が平成１６年１２月期の更正処分により新

たに納付すべきこととなった税額１億３２０６万円（ただし、通則法１１８条３項の規定に基づき

１万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）に１００分の１０の割合を乗じて算出した金額１３

２０万６０００円に、通則法６５条２項の規定に基づき、平成１６年１２月期の更正処分により新

たに納付すべきこととなった税額１億３２０６万７９００円のうち、同条３項に規定する期限内申

告税額に相当する金額０円と５０万円とのいずれか多い金額である５０万円を超える部分の額１

億３１５６万円（ただし、通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた

後のもの）に１００分の５の割合を乗じて算出した金額６５７万８０００円を加算した金額である。 

４ 本件各賦課決定処分の適法性 

 被告が本訴において主張する平成１１年１２月期、平成１５年１２月期及び平成１６年１２月期の

各更正処分に伴って賦課されるべき過少申告加算税の額は、前記３のとおり、それぞれ、①平成１１

年１２月期については８０３万８０００円、②平成１５年１２月期については１９３９万２５００円、

③平成１６年１２月期については１９７８万４０００円であるところ、本件各賦課決定処分における
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過少申告加算税の金額は、上記の各金額と同額であるから、本件各賦課決定処分はいずれも適法であ

る。 
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本件各更正処分等の経緯 

平成１１年１２月期 別表１－１ 

（単位：円） 

区 分 年 月 日 所 得 金 額
翌期へ繰り越す

欠 損 金
納付すべき税額 

過 少 申 告

加 算 税

確 定 申 告 平成12年2月29日 578,438,966 0 198,799,300 －

更 正 処 分 平成17年11月28日 811,424,289 0 279,179,500 8,038,000

異議申立て 平成18年1月26日 578,438,966 0 198,799,300 0

異 議 決 定 平成19年6月22日 棄却 

審 査 請 求 平成19年7月23日 578,438,966 0 198,799,300 0

審 査 裁 決 平成21年5月28日 棄却 

 

平成１２年１２月期 別表１－２ 

（単位：円） 

区 分 年 月 日 所 得 金 額
翌期へ繰り越す

欠 損 金
納付すべき税額 

過 少 申 告

加 算 税

確 定 申 告 平成13年2月15日 △2,463,100,861 2,463,100,861 △167 －

更 正 処 分 平成17年11月28日 △594,937,372 594,937,372 △167 0

異議申立て 平成18年1月26日 △2,463,100,861 2,463,100,861 △167 0

異 議 決 定 平成19年6月22日 棄却 

審 査 請 求 平成19年7月23日 △2,463,100,861 2,463,100,861 △167 0

審 査 裁 決 平成21年5月28日 棄却 

（注） 「所得金額」の△印は欠損金額を、「納付すべき税額」欄の△印は所得税額等の還付金額をそ

れぞれ表す。 

 

平成１３年１２月期 別表１－３ 

（単位：円） 

区 分 年 月 日 所 得 金 額
翌期へ繰り越す

欠 損 金
納付すべき税額 

過 少 申 告

加 算 税

確 定 申 告 平成14年2月23日 △3,581,866,130 6,044,966,991 △187 －

更 正 処 分 平成17年11月28日 △1,716,379,730 2,311,317,102 △187 0

異議申立て 平成18年1月26日 △3,581,866,130 6,044,966,991 △187 0

異 議 決 定 平成19年6月22日 棄却 

審 査 請 求 平成19年7月23日 △3,581,866,130 6,044,966,991 △187 0

審 査 裁 決 平成21年5月28日 棄却 

（注） 「所得金額」の△印は欠損金額を、「納付すべき税額」欄の△印は所得税額等の還付金額をそ

れぞれ表す。 
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平成１４年１２月期 別表１－４ 

（単位：円） 

区 分 年 月 日 所 得 金 額
翌期へ繰り越す

欠 損 金
納付すべき税額 

過 少 申 告

加 算 税

確 定 申 告 平成15年2月24日 0 4,414,466,869 △48 －

更 正 処 分 平成17年11月28日 0 680,816,980 △48 0

異議申立て 平成18年1月26日 0 4,414,466,869 △48 0

異 議 決 定 平成19年6月22日 棄却 

審 査 請 求 平成19年7月23日 0 4,414,466,869 △48 0

審 査 裁 決 平成21年5月28日 棄却 

（注） 「納付すべき税額」欄の△印は、所得税額等の還付金額を示す。 

 

平成１５年１２月期 別表１－５ 

（単位：円） 

区 分 年 月 日 所 得 金 額
翌期へ繰り越す

欠 損 金
納付すべき税額 

過 少 申 告

加 算 税

確 定 申 告 平成16年2月27日 0 3,299,983,912 △1,802 －

更 正 処 分 平成17年11月28日 433,665,977 0 129,457,600 19,392,500

異議申立て 平成18年1月26日 0 3,299,983,912 △1,802 0

異 議 決 定 平成19年6月22日 棄却 

審 査 請 求 平成19年7月23日 0 3,299,983,912 △1,802 0

審 査 裁 決 平成21年5月28日 棄却 

（注） 「納付すべき税額」欄の△印は、所得税額等の還付金額を示す。 

 

平成１６年１２月期 別表１－６ 

（単位：円） 

区 分 年 月 日 所 得 金 額
翌期へ繰り越す

欠 損 金
納付すべき税額 

過 少 申 告

加 算 税

確 定 申 告 平成17年3月31日 0 2,880,252,030 △1,260 －

更 正 処 分 平成17年11月28日 442,360,566 0 132,066,700 19,784,000

異議申立て 平成18年1月26日 0 2,880,252,030 △1,260 0

異 議 決 定 平成19年6月22日 棄却 

審 査 請 求 平成19年7月23日 0 2,880,252,030 △1,260 0

審 査 裁 決 平成21年5月28日 棄却 

（注） 「納付すべき税額」欄の△印は、所得税額等の還付金額を示す。 
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別表２～７及び別表９ 省略 
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【別表８】独立企業間価格の計算 

 

１ Ｂの原告に対する損益 （単位：米ドル） 

 平成11年12月期 平成12年12月期 平成13年12月期 平成14年12月期 平成15年12月期 計 

売上高 94,668,422 99,536,558 84,076,927 79,391,282 72,234,462 429,907,651

売上原価 80,645,166 82,125,167 76,466,896 82,056,860 80,975,362 402,269,451

 仕入 46,046,560 42,128,619 43,089,737 47,784,131 43,043,197 222,092,244

 運送費 32,003,507 36,333,740 30,633,592 32,230,972 36,050,766 167,252,577

 運送諸掛 2,112,926 3,452,739 2,301,199 1,549,549 1,415,861 10,832,274

 保険 482,173 210,069 442,368 492,208 465,538 2,092,356

売上総利益 14,023,256 17,411,391 7,610,031 △2,665,578 △8,740,900 27,638,200

販売費及び一般管理費 3,591,177 2,952,885 3,663,646 3,649,990 2,384,628 16,242,326

営業利益 10,432,079 14,458,506 3,946,385 △6,315,568 △11,125,528 11,395,874

 

２ 為替の換算 （単位：円／米ドル） 

 平成11年12月期 平成12年12月期 平成13年12月期 平成14年12月期 平成15年12月期 計 

① 換算レート 113.49 108.42 122.21 124.83 115.74 － 

 なお、円換算には、米ドルの各事業年度の各月末ＴＴＭの平均値を用いている。 

 

３ 上記１の円換算額 （単位：円） 

 平成11年12月期 平成12年12月期 平成13年12月期 平成14年12月期 平成15年12月期 計 

② 売上高 10,743,919,212 10,791,753,618 10,275,041,249 9,910,413,732 8,360,416,631 50,081,544,442

③ 売上原価 9,152,419,889 8,904,010,606 9,345,019,360 10,243,157,833 9,372,088,397 47,016,696,085

④ 売上総利益（②－③） 1,591,499,323 1,887,743,012 930,021,889 △332,744,101 △1,011,671,766 3,064,848,357

⑤ 売上総利益率（④／②） 14.8% 17.5% 9.1% △3.4% △12.1% 6.1%

⑥ 販売費及び一般管理費 407,562,678 320,151,791 447,734,178 455,628,252 275,996,845 1,907,073,744

⑦ 営業利益（④－⑥） 1,183,936,646 1,567,591,221 482,287,711 △788,372,353 △1,287,668,611 1,157,774,613

⑧ 営業利益率（⑦／②） 11.0% 14.5% 4.7% △8.0% △15.4% 2.3%

 

４ 原告の損益計算書 （単位：円） 

 平成11年12月期 平成12年12月期 平成13年12月期 平成14年12月期 平成15年12月期 計 

⑨ 売上高 16,371,945,834 12,912,458,910 11,544,515,174 15,057,838,696 12,566,646,674 68,453,405,288

⑩ 売上原価 14,746,823,537 14,814,136,056 14,112,226,961 13,766,980,979 11,580,717,984 69,020,885,517

⑪ 売上総利益（⑨－⑩） 1,625,122,297 △1,901,677,146 △2,567,711,787 1,290,857,717 985,928,690 △567,480,229

⑫ 売上総利益率（⑪／⑨） 9.9% △14.7% △22.2% 8.6% 7.8% △0.8%

⑬ 販売費及び一般管理費 557,443,881 417,359,029 336,100,731 445,105,657 497,656,079 2,253,665,377

⑭ 営業利益（⑪－⑬） 1,067,678,416 △2,319,036,175 △2,903,812,518 845,752,060 488,272,611 △2,821,145,606

⑮ 営業利益率（⑭／⑨） 6.5% △18.0% △25.2% 5.6% 3.9% △4.1%

 

５ 所得移転額の計算 （単位：円） 

 平成11年12月期 平成12年12月期 平成13年12月期 平成14年12月期 平成15年12月期 計 

⑯ 分割対象利益（⑦＋⑭） 2,251,615,062 △751,444,954 △2,421,524,807 57,379,707 △799,396,000 △1,663,370,992

⑰ 
原告に帰属すべき割合 

（⑬／（⑥＋⑬）） 
57.7658127% 56.5902245% 42.8790205% 49.4158877% 64.3254958% 54.1650248%

⑱ 
原告に帰属すべき利益 

（⑯×⑰） 
1,300,663,739 △425,244,386 △1,038,326,118 28,354,691 △514,215,440 △648,767,514

⑲ 
独立企業間価格 

（⑨－（⑱＋⑬）） 
14,513,838,214 12,920,344,267 12,246,740,561 14,584,378,348 12,583,206,035 66,848,507,425

⑳ 
国外関連者への 

所得移転額（⑩－⑲） 
232,985,323 1,893,791,789 1,865,486,400 0 0 3,992,263,512

 


